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はじめに は乏しかったと言わざるをえないが、 1990年代

以降は研究も増え、今世紀に入ってから次々に成

近世の鷹狩（放鷹）・鷹場とその環境に関する 果が発表されるようになった。以下、狩場・鷹巣

研究を意識しながら、中世の鷹狩に関する研究の と武士論、殺生禁断、王権、環境歴史学、儀礼・

動向を整理し、課題のいくつかを指摘してみたい。 有職故実、家・流派と鷹書と括って、それぞれの

ここで「中世」とするのは、概ね 12世紀から 16 研究の動向と課題のいくつかについて述べてい

世紀後半までであるが、その時代の鷹狩の研究を く60

かえりみるときにも、まず特筆しなければならな

いのは、宮内省式部職の『放鷹』であろう 10 1931 

年（昭和 6年）に刊行された『放鷹』は、「本邦

放鷹史jと題して日本の鷹狩の歴史を詳述し、鷹

狩の故実書（鷹書）の解題や専門用語（鷹犬詞）

の解説をおこない、さらに朝鮮の放鷹史まで、扱っ

ている。近代以前の鷹狩の解説書として、これほ

ど総合的な内容をもつものは他に無い。

内容が豊かであるだけにその後の研究への影

響力は大きく、いわば『放鷹』史観が形成されて

しまった感があるロ特に中世の鷹狩については、

同書「本邦放鷹史」での説明が通説と化している

ことが少なくない20 しかし、瀬戸口明久氏が指

摘するとおり、『放鷹』には宮内省の鷹狩の正統

性を確立するために「伝統Jを強調する、「創ら

れた伝統」の書という性質があることに注意が必

要であろう 30

戦後、古代史においては王権と狩猟4、近世史

においては鷹場制度や贈答儀礼などの研究5を

中心に鷹狩に関する研究がおこなわれ、『放鷹』

の叙述を相対化する知見も得られている口中世に

ついては、『放鷹』の誤りを指摘、批判する研究
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1 狩庭・狩倉・鷹栖と武士論

( 1)領主制論のなかで

戦後の中世史研究の基調は領主制論で、鷹狩に

言及されるようになったのも、まずは在地領主の

軍事力（暴力装置）との関係からで、あった。

戸田芳実氏は、領主の前身を律令制下における

地方の支配者でもある「富豪層」に求め、富豪層

の武装集団である「党Jの蜂起を前提として武士

の成立を論じた。 10世紀以降、群党蜂起の鎮圧

という軍事課題により、王朝国家の軍制が騎兵中

心に変化し、騎射が戦闘方法の中心となったこと、

また兵士材料として「倖囚J・狩猟民・「党」が国

街に組織されたことを指摘している 70

同時期に石井進氏は、国司が武士を組織する手

段のひとつに、一宮などの頭役や神事・儀式奉仕

の体系への組み入れがあったことを指摘した。出

雲大社や諏訪大社など、鎌倉時代の国内地頭御家

人による儀式勤仕の組織を参照し、こうした祭杷

組織の成立は 11世紀末頃までさかのぼる可能性

が高く、狩猟・流鏑馬などの軍事的儀式の奉仕は、



武士としての身分の外的表宗として大きな意味

をもったというヘ

田氏は、狩場としての山野の独占は、

山野用益の排除と持圧だったと指摘し、住民の生

産や交通を犠牲にしつつ展開した狩場は、領主的

大土地所有形成山農民隷震化の一つの重要な土

台となったと論じた。そして、武士の権力行使が

「獲物に向かう患者の残忍さをもって暴力的

民衆に加えられたjことを強調し、武士は百姓か

ら f屠捨之類Jと呼ばれ襲視され、このことが殺

生を生業とする者に対する差別意識の形成・強化

へとつながったとまで述べたのであるむ

さらに河音能平氏も、武士の「狩庭jf狩蔵出j

f鷹栖Jは単なる土地所有のためではなく、彼ら

の f値常的軍事訪日糠Jという語的のために設定さ

れた山野・原野で、あって、狩農を舞台として鍛え

あげられた彼らの軍事力は、その罵辺の一般田堵

農民にたいして誼接に破壊的作用を及ぼした、と

論じた 90 中世の f狩庭Jr狩蔵山J「鷹栖j は、

戦後歴史学において、まずこうした文脈で登場し

たのである。

・薦構（巣鷹山）は、在地領主の軍事力

鍛える舞台で、あって、一般農民の生産活動に散対

土地所有で、あったという見方は、その後の武

士研究に継承されていく。〈狩猟民〉対〈農村〉、

〈暴力装置〉対〈平氏吉姓〉という対立の図式で

論じられた研究が相次ぎ、武士の狩猟は暴力や武

断政治の代名詩のようになった 10 0 

武士の暴力団的性質や、それが日本の社会に及

の影響の大きさは、いくら強調してもし

すぎだということはないだろう。しかし、〈暴力

装置） vs （平民百姓〉という克方は、在地領主と

平民百姓の関に階級関争を見ょうとした領主制

議のドグマであって、狩猟を

事説練jとみるだけでは、

とすことになるo

あるいは

りにも多くのこと

f狩倉Jについて論じた松井輝詔氏は、皮革の

生産に着呂して、持音氏や戸田氏の見解を批判し

た。すわなち、狩倉（狩場）の存在理店は第ーに
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皮革の供給源だったというのである。さらに松井

氏は、鎌倉期の史料に「地頭分jの皮革と「領家

分」の皮革がみえることなどから、皮革は武士だ

けが消費していたわけで、はなかったことも指捕

していた 11 0 近年では、狩棄を生産の場、

源泉のひとつと見る論考もあらわれている 12 0 

無残な殺生とみなされがちな狩猟神事や動物

供犠も、百姓や農耕と対立する行為で、はなかった。

戸田氏や石井氏が着吾した諏訪神社の狩猟神事

も、その全容をみれば、農耕予祝（豊作祈願ト

収穫祭などに連続していたことがわかる。

内に所撲をもっ武士たちが盛大な狩説会おこな

った諏訪社の御射山祭も、収穫前の暴思爵を訪ぐ

風祭というー揺を有しており、八朔の農耕祥事に

連続する賛狩で、あった 13 0 こうした、農耕のた

めの動物供儀については、近年、原田信男氏があ

らためて詳論している 140

さらに、塚本学氏が描き出した「農其としての

鉄畑j1 5や藤木久J志民が強調した

あるいは「領主の容を理由j 1 6といった視産に

学んだ中揮は、武士の狩猟の宥舟性として、害獣

駆除があったことを指摘した17 0 

< 2) r鷹栖Jは狩場か

間音氏の議論では、 r~守薙」・「狩蔵山J • 

が一括りにされていた18 0 言うまでも無く、 f鷹

栖jは、 rき守農jパ狩蔵（狩倉）Jとは異質な場で

あるむ男知のとおり、近世に将軍・諸大名が鷹狩

用の鷹の雛（巣鷹）を獲るため、鷹の繁殖を保護

管理した山林を「鷹巣ド などと称したむ

中世の史料に見える f鷹槙jや「巣山Jも

って、鷹の営巣・帯化・育雛を妨げること

が無いように、また巣鷹が盗難にあわないように、

一般の立ち入りを禁じた山野で、あった。これを、

「狩庭」「狩倉Jとともに「軍事訓練Jの場とし

ていたのは、あまりにも大雑把な議論で、あったと

言わざるをえない。

民指学では、早くから狩猟語葉や

．考察がおこなわれてきたがけ、



れを適宜参照することはあっても、主体的に狩猟

語棄や山言葉を研究することはほとんど無かっ

たと言ってよいだろう。それ故、『放鷹』巻末の

「鷹犬詞語葉Jや「鷹文字索引」は貴重で、今も

参照され続けている。

そうした中にあって、黒田日出男氏が「猪鹿之

立庭」 lこついて考察した先見性は特筆に値しよう。

長久 2年（1041)3月の藤原実遠公験紛失状案に

よれば、「名張郡周智郷内田畠井捧拾町」は実遠

の「先祖相伝之所領」であるが、数十年も住人が

いなかったため、「荒野」と化し、「猪鹿之立庭」

になっているとしづ。黒田氏は、この「猪鹿之立

庭」について、庄園寄進・再開発を正当化するた

めに用いられた表現で、あったと指摘し、「立庭」

という言葉が民俗学で報告されている狩猟語葉

の「タテニワj と共通することなどから、実遠は

ここに狩場も設定しようとしたのかもしれない

と推理している 20 0 「立てる」に、「動物を追い

たてる」「烏を飛び立たせる」という意味があっ

たことは確かで、方言にも「猟犬が獲物に掛かる」

（栃木県安蘇郡）や「獲物を追う」（群馬県多野

郡）、「獲物が逃げないように囲む」（仙台）など

を「たてる」と言う例がある 21 0 しかし、「猪鹿

之立庭」＝狩場という解釈は成り立たない。

「長久六年」（寛徳、 2年、 1045）あるいは「長

久元年」の大隈国符案（憂明寺文書）によれば、

同国贈於郡中に位置した妻明寺の山は「猪鹿之堵」

すなわち猪や鹿の生息地だ、ったが、寺を建立した

後、領内での狩猟停止を命じたという。また、寛

治 6年（1092）正月、下野国薬師寺の慶JI頂は東大

寺別当に対して、伽藍が「荒野」と成っているの

で再建したいと訴えているが、その際、伽藍の破

壊・顛倒がはなはだしく、「猪鹿之薗」になって

いると説明した（下野国薬師寺僧慶順解案、東大

寺文書4ノ40）。建久 3年（1192)9月には、重

源が東大寺領の播磨国大部庄内の、その名も「鹿

野原」という一所を開発しようとする際、この「鹿

原野」は「荒野」となっていて耕作をする人がな

く、「猪鹿之栖」となり、地味を失っていた場所
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だと説明している（僧重源下文、播磨浄土寺文書）。

「猪鹿之立庭」が、これらと同じ文脈で用いられ

ていることはあきらかであろう。それは、「猪や

鹿のナワパリ」になっているという意味で、あって、

狩庭という人間のナワバリ（になる土地）を意味

しているとは考えられないのである 22 0 

史料に見える「狩地」「狩場J「狩庭」そして「狩

倉」などが、単なる「山野Jと区別されていたこ

とは、譲状や訴状などで、「山野」と「狩倉」と

が書き分けられていること（市河文書、中野仲能

訴状案など）からもあきらかであろうロまた、皮

革の生産（供給源）は「狩倉」の一面に過ぎない口

安芸国三入荘地頭得分田畠等配分注文によれば、

嘉禎元年（1235) 11月、地頭熊谷氏一族内で所

領配分が行われた時に、荘内を貫流する川を境と

して東西に狩蔵山を二分しているが（熊谷家文

書）、その際、「狩蔵山」が「庄内諸社」に続けて

記されていることは、神社と狩倉とが密接な関係

にあったことを示唆する 23 0 

鷹狩に関する語葉と実態との関係については、

今後の課題であろう。例えば、 16世紀に「鷹野」・

「鷹山」が鷹狩と同義で用いられていたことは、

『蜂川親俊日記』や『言継卿記』をはじめとする

同時代の古記録からもあきらかである 24 0 近世

に一般的な「鷹場」は、 16世紀以前にはその用

例をほとんど見出せない。こうした、猟場そのも

のを指し示す語棄の消長を確認し、その背景を考

えることも必要だろう。

(3）鷹狩と巻狩

武士のルーツは狩猟民であり、その性質は中

世・近世の武士に一貫しているといった見方が概

説書にもとりいれられ、「何代かごとに鷹狩りを

愛好する徳川将軍があらわれたように」、「狩人た

る本質は江戸時代になっても消えることはなか

った」などと説明されるが 25、巻狩と鷹狩、獲

物となる鹿と鳥の差異は小さくない。

鎌倉幕府はその成立期に、富士の巻狩をはじめ

とする大規模な狩猟を挙行した。武家の狩猟とし



ては、まずこの巻狩がイメージされやすい26 0 

しかし、巻狩が確認できる鎌倉殿は初代頼朝と 2

代頼家だけであるむ 13世紀以降も、みずからの

所領で、巻狩を行なった御家人は多かったはずで、、

諏訪社のように狩猟神事を継続した神社も存在

したが、 とその周辺においては、四足獣を狩

る文化が希薄になっていく。

3代実朝も摂家〈藤原）将蝦も、狩猟を実践し

た形跡が無く、 1252年、後睦峨上皇の皇子京尊

として鎌倉へ追えると、いわば鎌倉の

京都化が一段と進行した。平安王朝において形成

された獲物の序列、すなわち回定〈獣）・二足

（鳥）・魚貝と分け、識や罪業の穂度を観念する

という傾向が、鎌倉暮婿の中継部でも強まり 27、

実権を掌擁する北条氏一円のなかにも狩猟や肉

食を罪悪視するものが増加するc

武家においても、鷹狩が政治的な文化として重

視されるようになり、巻狩と鷹狩とを対比的に語

るようになったのだろう。真名木『曾我物語J巻

5には、頼朝が御家人たちに狩の罪業について諮

問するという場面がある。まず、梶原景時が巻狩

について諮るのだが、それによれば〈自足の獣を

射殺す）巻狩は罪業ではないが、（鳥を撞獲する）

瀧狩は罪業だという。奇妙な理屈というほかない

が、これはいわば荷石で、あった。すぐに続けて、

畠山重忠の談話として延々（最吉本の妙本寺本で

はL000字以上を費やし）鷹狩の由緒と故実が述

べられ、「鷹狩をも御持みあるべく侯j と結ばれ

る。そして、重忠の「鷹の才覚Jに一向感服する

ということになるのだが、いうまでもなくこうし

た鷹狩談議は曾我兄弟の生討ちとは関係がないo

r曽我物語Jが成立した 13註紀末から 14世紀初

め、武家においても巻狩より鷹狩に関する知識が

高く評価されるようになっていたことを伝えて

いる 2ヘ
も、巻狩（獣猟）を実議した形跡が無いQ

しかし、鷹狩の政治的な麓要性は一段と高まった

とみてよいだろう。 16世紀の京都は不安定な致

治状況にあって、車町殿の自立性も著しく抵下す

るが、足利義晴・義灘・義昭ら辻鷹狩を実践して

いる。そして、彼らがその獲物者天皇に献上して

いたことを見逃すことができない29 0 のち

鷹狩で獲た烏口「鷹の烏J

ことを恒例の行事としたむ武家か

の獲物を戴上する儀礼のルーツは、彼ら戦国時代

の室町殻にあったとみられる D

信長は、京都の近郊で、盛大な鷹狩を行なったo

何度も天皇に鷹の鳥を献上しているのは、義晴や

義輝の先例を意識していたにちがいない30 0 

し、信長の狩猟は鷹狩だけになったわけで、はな

く、岐阜〈稲葉山）で鹿狩を楽しんでいる 31 0 

彼は、京都の伝統的な文化についてよく理解して

おり、本拠地（岐皐〉では鷹狩のみならず鹿狩〈巻

狩）も行なったが、京都近郊では鷹狩しか行なわ

なかっ

秀吉は麓狩を好んで、行なうようになったが、

狩を実践した形蕗が無い32。家康・秀忠・家光

は、関東・東海地方では巻狩で獣と渡り合ってい

るが、室町殿か

天皇への

承している口。

このように巻狩と鷹狩とは政治文化として峨

別されていたのであり、 f鷹狩りを愛好する誌JII 

に武士の「狩人たる本質Jを見ようとする

のは安室に過ぎよう。近世初頭における、それぞ

れの政治的な意味について、巻狩ほ軍事力をその

まま誇示するもので、鷹狩はのちに天皇の委任に

よると解釈されることになる「大政Jを象徴して

－秀吉へと受け継がれた、

献上を菌家的な儀礼として継

いたと考えるが、どう 0
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2 殺生禁断をめぐって

( 1）殺生禁断の中世的展開

古代の殺生禁断令辻、 ・天候不Jr震など

の災店、王権にふりかかる不吉な出来事や疫病が

除去されることを願って肉食や飲語などのいわ

ば英食を軒ったもので、神々を詑る擦に身を慎む

心性（禁欲〉がベースになっていた3ヘ涼自信

42 



男氏は、そこに農耕を円滑に推進しようとする政

権の意思をみて、肉と米を対立するものとする価

値観の出現を指摘している 36 0 古代にはしばし

ば、狩猟の禁止、肉食の禁止、放生などがセット

で発令されたD しかし中村生雄氏は、本来仏教で

は狩猟と肉食とは別次元の問題だったと指摘し

ている 37 0 いずれにせよ、古代の殺生禁断や放

生を仏教の教えだけで説明することはできない。

平雅行氏らの研究によれば、 9世紀後半以降、

仏教的な殺生罪業観が貴族社会に定着しはじめ、

「械」の観念も肥大化する 38 0 苅米一志氏は、

本来、寺院内部における自発的な生活規則で、あっ

た不殺生戒が、日本中世には国家権力によって、

あたかも世俗の法であるかのように寺院外部の

社会に適用され、違反者を厳重に取り締まるよう

になったことに注意を促している。苅米氏は、武

家権力と罪業の分離・脱却にも着目し、鎌倉武士

の内面には狩猟・闘殺について一定の罪業観が存

在したものの、鎌倉後期に戒律を受容し、武士は

殺生を禁断する存在へと変わっていくとみる。そ

して、罪業観から脱却するまでの苦悩が、江戸時

代における為政者としての武士の内面を準備し

たという 39 0 

鎌倉幕府の実権を掌握するようになっていた

北条氏の中にも、殺生や肉食を悪業と考える人物

が出現していたロ例えば、北条重時は、幕府の執

権を補佐する連署として幕政を指導した重鎮で

あるが、彼は 1256～1261年頃に執筆したとみら

れる家訓『極楽寺殿御消息』（日本思想、大系『中

世政治社会思想、』上）のなかで、「鷹のかり」な

どの狩猟は罪業であるから避けよ（第 45条）と

説いているロさらに、「人の胸のうちには蓮華候

てその上に仏をはします」とまで述べて、魚鳥は

親子の肉だと言うから、好むべきではない、六斎

日・十斎日には精進潔斎すべし（第 46条）と続

けている。狩猟を職能のひとつとしていたはずの

武士だが、 13世紀には狩猟や獣肉食を忌避し、

その罪業について説く者もあらわれていた。鎌倉

武士から近世の武家にまで貫流する思潮を見出
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そうとするならば、この殺生罪業観をめぐる葛藤

に着目するべきである 40 0 徳川綱吉の生類憐れ

みの令も、古代・中世にくりかえし発令された殺

生禁断の延長線上にあると理解できょう。

(2）時間・空間・方法の限定

かつて小山靖憲氏は、荘園領有のイデオロギー

として殺生禁断令に注目し、それには動物の殺生

だけでなく、樹木の伐採までも禁じているものが

あると指摘した41 0 その後、狩猟・漁携を禁じ

る殺生禁断のイデオロギーと樹木の伐採を禁じ

る論理とは分けて考えるべきだという批判があ

り、殺生禁断をそのまま樹木にまで拡大して考え

ることは否定されている 42 0 

さらに、狩猟や漁携の全面禁止は非現実的で、

実際の殺生禁断令のほとんどは時間・空間・方法

などを限定して発令された43 0 限定のされ方は、

つぎの 3つに整理で、きる。

①時間・期間の限定

国家的な祈祷や放生、六斎日（月に六日の特に

持戒清浄をまもるべき日）・二季彼岸（春秋の彼

岸会）に限って殺生禁断を命じた。例えば、弘長

元年（1261)2月 30日の関東新制僚々（武家新

制）は「六斎日ならびに二季彼岸の殺生禁断」を

命じている。それらの日々は「江海での漁網と山

野での狩猟を停止せよ」としているが、その他の

日については言及されていない（『中世法制史料

集』 l、追加法 347)0

②空間・領域の限定

寺院の境内やその周囲（寺辺）・庄園領域内や

洛中などに限って命じる禁断令が多い。

③方法の限定

鷹狩の禁止も、この方法の限定に含まれるが、

次項でふれる。

野に火を放ち、鳥や獣を追い出して捕獲する焼

狩は、河川に毒を流して魚を捕獲する毒流ととも

に禁じられた口例えば、文治 4年（1188）、幕府

は東国における二季彼岸と放生会の聞の殺生禁

断を命じるとともに、焼狩と毒流を停止するよう



命じているげ吾妻鏡』同年 613 19日・ 8月初

日条）。弘長 3年（1263）、幕府は殺生禁新を合む

新制を発布しており、その際、神社の営可に「ゃ

いかり（焼狩）Jの禁止を通達した（武雄神社文

『中世法制史料集JI、鎌倉幕蔚追加法418）、

社領で娃狩がおこなわれることも少なくなかっ

たのだろう。

これらの設定、特に①・②に付されたのが、神

社の供物を調達するための狩猟を許可する但し

である。例えば、鎌倉幕詩は案元3年（1245)

12月、六斎院

その条文には

して殺生の禁止を命じたが、

し、神社の摂j脊るの供祭は、制

の限りに非ずjとあり、供物のための殺生は禁止

対象外（『寄喪鏡J同月 16日条）とした。文応元

年（1260）の新市u（『吾妻鏡J同年正月 2313 

や、弘長元年2月の関東新制篠々の殺生禁断条文

も「｛畏し、段ち有る神社の畏祭に至っては、制

禁の限りにあらずjとあり、鷹狩禁止令の多くも

関様のイ旦 もつc

(3）鎌倉幕府の鷹狩禁止令安めぐって

鎌倉幕舟は何度も鷹狩禁止令を発しており、

のことが「謙倉時代iこは鷹狩が禁止されていた

（故に鷹狩は盛んではなかった）Jという説の根

拠にもなってきた4ヘしかし、幕府がくりかえ

し鷹狩禁立を発令していること自体、当時、盛ん

に驚狩が行なわれていたことを示している。鎌倉

幕府の鷹狩禁止令に関する史料を列挙すれば、つ

ぎのとおりであるc

φ『吾妻鏡』建久8年（1195)9月 29日

鷹狩を停止すべきの言、諸国調家人に仰せら

る邑厳艇に違犯の輩に於ては、其の科有るべ

し。但し神社の供税費鷹の事は揚鵠の摂りに

非ず、てへり c

R f密謀鏡』建暦2年（1212)8月 19日条

購狩を禁断すi:iJき曲、守護地頭等に仰せらる、

し信濃国諏方大明神鋼費の驚に於ては、免

ぜらるるの出と云々。

③『吾妻鏡J建保元年（1213)12月 7自条
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鷹狩を停止すべきの旨、諸毘守護人等に仰せ

らる。事度々厳命有りと雄も、放逸の輩、動

もすれば違犯有るの皆、間食し及ぶに依りて、

此の如しと云々。但し所処の神社の貢税の事

に於ては、制の限りに非ずと云々。

@W吾妻鏡』仁治元年（1240)3月四日条

一驚狩の事／社領の内、伊j宥る供祭の外、
、，．
、問問 し。

⑤新御成敗状仁治2年（1241）正月 15日

鷹狩の事／右、関東の新制を守り、

の内、例の供祭の外、停止せしむべしo

@ f吾妻鏡』寛光 3年（1245)11月 10日条

鷹狩を停止せらる。限り有る神社の供税の事、

子細に及ばざるの由、今日普く触れ部せらる

べきの由、これを定めらる。

ぐち新鋸迫力日 160 寛元 3年 12月 16日

鷹狩の事、ことに御禁棋の処、近年叩

人等、代々f却下知に背き、国々といひ鎌倉

中といひ、多く狩を好むの由、その関えあ

り。はなはだ濫吹な号。すでに自科を招く

ものか。永く停止せしむべし。自今以後、

なほ違犯せしめば、後場あるべきなり。

し神社の供祭の鷹に於ては、誌の誤ちに

あらず。この旨をもって普く相触れらるべ

きの条、伸せによって執達件のごとし。

寛元正年十二月十六日

武蔵守判（経時）

③ 4年（1246)3月 30ヨ条

甲斐悶一宮の権視守村申す、鷹狩を得止せら

るにより、人々

沙汰を経らる。

停せ出さる。

を対梓するの由

免許せらるの一

＠『吾妻鏡J建長 2ff三（1250)11月 29日条

鷹轄の事／右、右大将家の御時より諸社の費

鷹の外禁断の処、近年諸人好み仕しむと云々、

るべからず。自今以後に於いては、

の供祭の外、大小鷹一声これを停止せら

る。 i誌の旨を脊じ、当国中聞き及ぶに髄い制

止を加えらるべし。若し承引せ5るの輩出来



せば早く注申すべし。殊に御沙汰有るべき也D

てへれば仰せによって執達件の如し。

建長二年十一月廿九日

相模守（時頼）

陸奥守（重時）

⑬『吾妻鏡』弘長元年（1261)2月29日条

一鷹狩の事／神領の供祭の外、停止すべき

の由、御下知先畢んぬ。固く此の制禁を守

り、違犯すべからず。（下略）

⑪『吾妻鏡』文永 3年（1266)3月28日条

一鷹狩の事／供祭の外禁制先畢んぬ、ょっ

て供祭に備えると雄も其の社領に非ず、其

の社領たりと雄も其の社官にあらざれば、

一切狩を仕るべからざるの由、其の国中に

相触れしむべし。若し違犯の輩有らば、↑造

に交名を注申すべきの状、仰せによって執

達件のごとし。

文永三年三月廿八日

相模守判（時宗）

左京権大夫同（政村）

⑫年代未詳追加法（『中世法制史料集』 1、

737) 

一鷹狩の事

度々厳制のところ、普く違犯の由その聞こ

え有り。露顕せしむるの輩は、所領を分け

召されるべきなり。且つは敵対の有無を謂

わず、地頭御家人相い互いにこれを差し申

すに就て、その沙汰有るべしD

次いで供祭鷹の事、神領たりと雄も、社司

のほか、固くこれを停止すべし。但し諏方

社の御射山・五月会の頭人の事、他に異な

るの問、信濃国に於ては、制の限りに非ず。

他国に至りてはこれを禁制すべし。

次いで売買在所の事、同前。且つは厳密に

諸国の守護人に相い触れるべきの旨、侍所

に仰沙汰せらるべし。

次いで鎌倉中に鷹を繋ぐ事。停止すべきの

由、同前。

③・⑦・⑨・⑫は、度重なる禁止にもかかわらず、
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鷹狩がいかに盛んにおこなわれていたかを示し

ている。また、先述した神社の供物を調達するた

めの狩猟を許可する但し書きが必ず付随してい

ることを見のがせない。③のように、鷹狩が禁止

されていることを口実にして供物の貢納をしな

い者がいると、「供祭」の鷹狩は「免許Jされて

いることを確認しているD その一方で、鷹狩の制

限そのものは厳格化する傾向にあり、⑪・⑫のよ

うに、たとえ「供祭」で、あっても社領における社

司の鷹狩に限るようになった。

焼狩は禁止しでも、巻狩（獣猟）一般を禁止し

た幕府法は見当たらない。ところが、鷹狩につい

てはこのようにくりかえし禁止されている。鷹狩

は、権力や富を象徴する政治文化でもあったから、

その禁止は単なる殺生禁断ではなく「過差（分に

過ぎたおごりや賛沢）Jの禁止令という性格があ

ったのかもしれない。いずれにしても、なぜ鎌倉

幕府はこれほどまでに鷹狩を禁止（統制）したの

か。これも今後の課題であろう口

3 王権と狩猟

( 1)王権論の可能性

古代史の研究では、狩猟とりわけ鷹狩と王権の

関係について、すでにかなりの蓄積があり 45、

中世史研究においても、網野善彦氏をはじめとし

て、「王権」という言葉・概念を用いることはめ

ずらしくない付 近世史の研究でも使われるよ

うになっているが、何を「王権」と称するのか、

その前提を確認しておかないと、生産的な議論に

ならない

ここで「王権」と称しているのは、王その人が

行使する権力・権限という意味ではなく、文化人

類学などで用いられてきた「王権Jすなわち、王

を核として人々を統合し、社会の秩序を創出・維

持しようとする政治的な求心力のことである。こ

うした視座は、王と王権がいかに出現するかを考

察する際にも有効で、、日本の場合、天皇だけでな

く摂政・関白や上皇（院）、さらには将軍・執権、



大名や f天下人Jなども視野に入ってくる。

文化人類学において、王権はま社会ト長文化》

き破り、《外部》と交流することで発生する

ことが指摘されている 47 0 王になろうとする者

が、《社会》の《外部》とちわけ《自然》の奥震

にある権力の源泉を、《社会》の内部に組み込む

ことに成功したと主張（誇示）するのはそのため

だという 48 0 狩猟は、野生動物というま自熱》

の捕捉（キャフ。チャ｝）であり、象徴性の高い野

をキャプチャーすることは、そのまま権力

を棒現することになっ

『平家物語Jにみえるつぎの説話は、そうした

王権の本質をよく示している。能『鷺Jの典拠に

もなった説話だが、ここでは、 f平家物語Jの諾

本中、最古の書写年（1309～10年）で知られる

（第2中）から引用する〈読みやすく寸る

めに、ひらがなを補った）。なお、延農本は

ではなく「鵠j と表記しているが、党一本（巻 5

f朝敵揃J）など、能の諸本は「鷺Jとしているc

延喜子持の御時、池の汀に鵠の居たりけるを、

じて、蔵人を認して、 fあの鵠取りて

参れjと抑せ有りければ、接入、議の居たる

所へ歩み寄りければ、鵠羽づくろひして、既

に立たんとしけるを、 f宣旨ぞD 鵠罷り

なjと云たりけれ廷、鵠立たずして取られに

けり s やがて御前へ懐きて参りたりければ、

念ぎ放たれにけり。全く鵠の得用には非ず。

五威の程を知ろしめさんがためなり。

蔵人に fあの鷺を捕らえてこいj と

命じる。蔵人が「宜首〈天皇の命令）だ。飛び立

つなj と言うと、鷺は飛び立たずに捕えられたD

これを天皇の訴に抱いていくと、天患はすぐに放

してしまった。鷺が入用だったのではなく、ただ

f玉威」がどれほどのものかを知るためであっ

というのである。「玉威jが、野生動物ニ〈自然》

のキャブチャ｝によって示されることをこれほ

ど明議に語る説話はない刊。

鷹狩は、野生の鳥獣を捕獲する狩猟に；まかなら

ないが、さらに考えなければならないのは、野生
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の猛禽類を捕挺して飼い事tiらし、それを使って別

の野生動物を描獲する、いわばニ撞のキャプチャ

ーだということである。狩猟に用いられる弓矢・

槍・鉄：胞などの道具類は人工物すなわち人為であ

って、《社会》・《文化》の一部に過ぎない。

の場合、鷹そのものがキャプチャーされた野生動

物日記自祭》のカである。狩猟には多様な方法が

ある中で、なぜ、議狩が特別な価値をどもつ狩猟法と

して権力と密接な関係を持ち続けてきたのか。そ

の考察にはこうした視点が不可欠だろう 50 0 

(2）王朝の鷹飼と禁野

古代から中世への移行期とされる 10～12世紀

に、その後、 19世紀まで持続する「ヤマトの吉

典的関制Jが形成された 51 0 鷹狩も、その「古

典的関制j の一部で、あって、あとに付した表均

世紀末王朝の狩猟とその禁断Jは、

その時期の王轄の狩猟を総合的に把握するため

に作成したもので島

10世紀に （のちに と

勝される）は統けられた（主o.5，弘 16,18,21,24,27 

など）が、 10世紀後半には行なわれなくなった目白

しかし、地方から薦を貢納させる髄度は存続

おり、賞納された棄を天皇が見た後、蔵人所の鷹

どに分け与える f御薦御覧」という儀式もあ

づて（No.59,72など）、天皇が薦者難挫している

というかたちは保たれていた。

鷹飼たちは天皇に奉仕する「御薦輯jで、あった

はずだが、摂関設治全議期には摂関家の大豆大饗

に奉仕し（No.39～O＝麓銅渡）、後三条・自荷親

政期には天皇の意志が（No.88,89, 90など）、院政

がはじまると院（上盛）の意志が強く作用するよ

うになった例。1.94,110など）o 官療機講が大きく

改変されたり、再携築されたりしたわけではなく、

それを動かす主導権が摂関・天息・院の簡を移動

していたことを如実に示す日。

f可内の交野、山城の北野、大和の宇詑野などが

とされていたが、それらは天皇の食材を確保

する場、そして供御を捕獲する人々が所思する場



として存続していく 54 0 永仁 3年（1295）成立

の『鷹狩記』 55も、「宇陀野・交野・嵯峨野をも

て狩場とするは、行幸・御幸の後なるがゆえなりJ

と記し、その貢進のされ方について、つぎ、のよう

に説明している。

六人の御鷹飼かはるがはる日次の供御に烏

奉る。一月に六人して廿四まいらす。六斎日

をのぞくが故に、人別に四羽にて廿四を奉る

宇多野と交野に 3人ずつ鷹飼が置かれ、 6人が順

番で日次の供御に鳥を奉献しているが、六禁日を

除くため月に 24羽だという。禁野・鷹飼と禁裏

の関係は、戦国時代まで続いていたことが知られ

ている 56 0 しかし、その後の鷹飼と禁裏の関係、

供御の消長についてはよくわからない。今後の研

究課題だろう。

(3）殺生禁断と王権

12世紀、仏教に深くのめり込み、王権は仏法

によって保障されているとまで考えるようにな

った白河法皇は、徹底した殺生禁断を命じた（No.

109～116) 5 7 0 13世紀に編纂された歴史書『百

錬抄J大治元年（1126) 6月 21日条は、その厳

格さをつぎのように記述している。

紀伊国進る所の魚網を院の門前に於いて焼

き棄てらる。この外、諸国の進る所の羅網五

千余帖これを棄てらる。また、神領御供の外、

永く所々の網を停め、宇治・桂の鵜、皆放ち

棄てられ、鷹・犬の類、皆以て此の如し。こ

の両三年、殊に殺生を禁ぜらる所なり。 58 

このように法皇の殺生禁断を記録した後に、「今

年、五穀豊稔、野老撃壌、世以て殺生禁断の報と

為す」とある D 殺生禁断によって災厄が放われ、

穀物が良く稔り、世の中が安穏になるという古代

的な観念は、仏教による殺生罪業観が定着してい

るはずの 12世紀にも生きていた59 0 

厳しい殺生禁断を命じた白河院だが、在位中に

狩猟すなわち野行幸を復活させていたことを見

のがせない（No.90）口承保 3年（1076）の大井川

（嵯峨野）行幸である。在位中には鷹狩を楽しみ、
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晩年は厳格な殺生禁断を命じたわけだが、古代に

は狩猟をする一方で殺生禁断や放生も命じた天

皇が少なくなかった（Noム4,20,21など） 6 0 0 源

頼朝も鶴岡八幡宮放生会に際して殺生禁断を命

じたし、上皇になってから頻繁に狩猟をおこなっ

た後鳥羽院も、在位中には殺生禁断を含む新制を

発令していた61 0 

殺生禁断令は、山野河海に生息する動植物にも

思恵を施す国王の領土高権の宗教的宣言であっ

たのではないかと評されるが62、王権にとって

は、狩猟（＝キャフ。チャー）も殺生禁断・放生（＝

リリース）も同じ意義を有していたのだろう。つ

まり、生命与奪の権限を示すことにほかならなか

ったのである 63 0 

南北朝期以降の王権と狩猟、殺生禁断・放生に

ついては、研究が少ないロ苅米氏が言及したよう

に、中世における殺生罪業観との葛藤が、近世に

おける為政者としての武士の内面を準備したの

だとすれば、それを跡付けるためにも、室町・戦

国期における殺生とその禁断についての研究が

必要である。

4 環境歴史学のなかで

( 1)狩庭の環境史

狩庭（狩場）は、地目として山野と異なるとい

うだけでなく、「地頭狩倉開発」という表現（山

門院地頭所務和与状、比志島家文書）もみられる

ように、開発された土地で、あって、自然の山野そ

のままで、はなかったと考えられる。例えば、『今

昔物語集』巻 29第 27話は、肥後守源章家の殺生

の数々をあげつらねる話であるが、それによれば、

肥後国飽田の狩地は、倒木や石が多く馬を走らせ

にくかったため、 10頭の鹿が出て来ても 6・7頭

は逃げられていた。章家は、 3,000人もの人々を

動員し、石を拾わせ窪んだ所はその石で埋めさせ

平にし、馬を走らせてもつまずかないよう整地さ

せたので、多くの人を集め、山々からこの狩場に

鹿を追い込むと、 10頭出て来た鹿の 1頭ものが



れることはできなくなったという。

耕地や集落のように中世の狩場の開発史や景

観が研究対象とされたことはなかったが、お06

～2011年に総合地球環境学研究所で実施された

研究フ。ロジェクト「悶本列島における人間一自然

相互関係の歴史的・文化的検討j リ…ダー：湯

本貴和氏）で、草原の歴史のー換として野境きが

注目され、九州瑳（リーダ…：飯沼賢司民〉によ

って附蘇社の狩猟祥事の研究が進められた。

どみた、『今昔物語集J巻怨第 27話にも、

が野に火を放って兎を狩る場語がある。肥後の阿

蘇社は吉代から狩猟神事をおこなっていたと考

えられるが、その擦、草原に火を放っていた64 0 

諏訪社は、阿蘇とならんで狩猟神事の史料に恵

まれているが、野焼きについては従来あまり

されてこなかった。しかし、 i日露4月 27日にお

加なわれた矢崎祭で、饗膳の後、「野火j を焼い

という記録があり、 f年内神事次第出記Jなど

によれば、その後、毎最所宮（御殿桁社）に詣で、

そこで饗膳・ と「得狩之事申立」という祝言

があった。これは、 5月 2日から行われた五月

御狩のための申立だと考えられ、 f野火」も狩猟

って野に火を放っ儀礼だ、ったという解釈

が可能かもしれない。今後の課題である 65 0 

また、八ヶ岳西南麓、かつて諏訪上社の狩場「神

野j域内の遺跡で、中世の臨し穴が確認されてい

るcそのなかから検出された逆木の放射性炭素年

代測定によ号、 15世紀～17世紀前半の臨し穴で

あると判定されたc f諏方大明神画謂Jに、

（神野ヵ）には

えている、という

があったと

あることから、諏訪社の

祭礼にともなって鹿を獲った施設である可能性

があると報告された66 0 しかし、 f諏方大明神面

詞』にみえる f鹿穴jを、捕獲のために握った臨

し穴と解釈することは難しい。『諏方大明神間諜J

が播くような神事の最盛期は 12世紀～14世紀前

半であ号、頭役を勤仕した武士たちは、騎射や鷹

犬で鳥獣を捕獲した。検出されたお註記～17世

紀前半の陥し穴は、そうした頭役勤仕の祢髄が衰
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退し、武士たちによる狩猟が誠少したこと、それ

でもなお神野で鹿を捕獲しようとしていたこと

を示すものであろう 67 0 

(2）巣鷹山の歴史

総合地球環境学研究所の研究プ口ジ正クト「日

本列島における人間一自然相互関孫の歴史的・文

化的検討Jで、大きな成果をあげたのが、信越国

境に位置する秋山郷（長野県栄村）の巣鷹山をめ

ぐる あった68 0 した中部班のリーダ

…出水智氏は、プ口ジニにクト以前から同地の調査

をおこなっており、荒壇恒明氏らとともに近世の

巣鷹山に関する貴重な史料を紹介している”。

秋山郷で特筆しなければならないのは、鎌倉時

代から戦闘時代まで、いわば中世を通じて鷹巣の

史料が容在することである 70 0 いずれも、

属高井郡北部に勢力を持ち、歌山郷を支配

河氏の家伝文書で、

つのは、

少腐兼致害状、

と巣鷹に関する内務をも

(1229) 11月28自の左審問

12月 13日の北条重時御教

書、＠応永 4年（1397)7月2自のニ官是随奉書

（以上 3通、本間美術館所藤〉、④年未詳の武田

勝頼朱印状案、⑤天王9年（1581）正月号日

田勝頼朱印状案〈以上2遇、石井進氏！日蔵〉の 5

る。

①は、信濃国の守護代である兼致から刑部藤内

に宛てた書状で、中野氏と木島氏の こった

鷹子盗難事件の内容を報告し、借濃留の守護であ

る北条議時の裁定を求めたもの。②は、重時が舎

をうけて下した裁定を原冊藤内左衛門尉に通達

した榔教書である。①の剤部藤内i士、＠の藤内在

と間一人物で、北条氏得宗家の被官原田氏

と考えられる。購巣と鷹をめぐって激しい相論が

おき、鷹をとった者が盗人として守護所に尋関さ

れていた。

＠は、イ雷濃守護代「是髄J＝二宮氏が、

守護新設義将の命令を通遣したもので、市阿興仙

が知行する山において、市河氏の許可な

く巣鷹を獲る者がいれば、それは「盗賊j として



「公方Jが処罰する、という内容である。市河氏

が知行していた志久見山の巣鷹は、守護からも注

目されていた。

④は、武田勝頼が市河氏から進上される「すた

か（巣鷹）」の運び方について指示した文書で、

各郷村から 3人出して武田氏の本拠地甲府まで

運び、鷹の「ゑ（餌）Jは途中の郷村が負担する

よう命じている。年未詳だが、おそらく⑤と同じ

頃だろう。⑤は、勝頼が市河氏の巣山について、

2～4月の 3ヶ月間、猟師の出入りを禁じ、鷹巣

を守り、「御鷹」を進納するよう命じた文書であ

る。この 2通によって、 16世紀後半、市河氏は

戦国大名武田氏に巣鷹を進上していたこと、武田

氏から鷹巣山の管理や鷹の運搬方法まで指示さ

れていたことがわかる。

このように 13世紀前半から近世にいたるまで、

巣鷹山であったことがわかるフィールドは、全国

的にみても稀有だと思われるが、各地の巣鷹山に

ついても、史料の渉猟と諸分野の共同研究によっ

て、中世の様相についてもあきらかにできること

があるにちがいない。

(3）狩猟＝殺生を正当化する言説をめぐって

弘安6年（1283）に成ったとみられる『沙石集』

巻 1に「生類を神明に供ずる不審の事」という話

がおさめられている。ある上人が厳島神社で無数

の魚が供えられているのをみて疑問に思った。

「神の本地は仏菩薩である。仏菩薩は慈悲を施し、

殺生を戒めているはずなのに、何故か」。神はこ

う答える口「因果の理も知らず、生き物の命を殺

す者たちが、神に供えようと思う心によって罪を

神に譲り、罪を軽くする。一方、殺される生き物

たちは定まった命がつきて無駄に死んでしまう

ところを、神に供えることによって、仏道に入る

方便とする」と。飯沼賢司氏は、この説話をつぎ

のように解釈し、「里海」の形成を説明している。

中世における神仏の習合は、殺生を正当化す

る神とそれを禁断する法理をもっ仏教とい

う相矛盾する考えが巧妙に融合されている。
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厳島神社は殺生禁断の論理をだすことによ

って、海の民をその信仰の傘下に組み込み、

乱獲などの過剰な自然への収奪を抑制する

役割をもったと考えられる。このような神仏

習合の完成によって、自然と人聞が共生する

里海としての瀬戸内海が形成されたといえ

よう。 71 

殺生禁断は、神人など寺社に奉仕する人々の権益

を保護する機能を有していた 72 0 「生き物を殺す

者たちが神に供えようと思う心によって罪を神

に譲る」という論理は、寺社に奉仕するために殺

生をする人々の罪の意識を軽減し、奉仕を促進さ

せるもので、あったと考えられよう。生き物を「神

に供えることが仏道に入る方便」という論理があ

ったからこそ、厳島神社にも無数の魚が供えられ

ていたのであり、なぜ「乱獲などの過剰な自然へ

の収奪を抑制する役割をもった」と言えるのか、

理解に苦しむ。

「殺生は動物を成仏させる方便であり、功徳で

ある」といった殺生を正当化する論理は、遅くと

も13世紀前半には各地の狩猟・漁携に即して語

られるようになっていた。例えば、建長6年（1254)

成立の『古今著聞集』巻 20には、つぎ、のような

話がある。東大寺の春豪房という上人が、伊勢の

海で海士がとった蛤をあわれみ、買い取って海に

かえした。すばらしい功徳を行なったと思ってい

ると、その夜、夢に蛤があらわれて、「二宮の神

前にて得脱できるとおもったのに、つまらない同

情をかけられたために出離の縁を失ってしまっ

たD かなしい」と愁えた（第 692話） o

こうした殺生功徳説話はいくつもあったよう

で、神宮文庫本『沙石集』拾遺 5-2には、つぎ、の

ような説話がみえる。延暦寺の僧、一説には園城

寺の僧が、琵琶湖で船に飛び込んで来た鮒に説法

をする。「おまえは放っても死んでしまうロおま

えの身が私の腹に入れば、私の心はおまえの身に

入る。私の行業はおまえの行業ともなって出離で

きる。だからおまえを喰って菩提をとむらってや

るんそう言って、その鮒を打ち殺した。



注意したいのは、比叡山延勝寺・冨城寺をはじ

めとする顕密の寺読の僧侶たちが殺生功様、論

いることある 73 0 安易に、「自然と入関j

の「共生」などと称揚するのではなく、自然に対

して人間がどのような戦略をもって向き合った

か、またそこにどのような葛藤があったのかを考

察することが重要だろう。

(4）「概方の勘文j をめぐって

狩猟・禅、携などの殺生を正当化する殺生功徳論

として、最もよく知られているのがf諏訪の勘文」

である。 f業尽有情、雄放不生、故潜入身、同証

仏果」すなわち f業の尽きてしまった有構〈＝動

物）は、放っても生きられない。だから人身に指

してやって（つまり殺して食べてやれば）、人と

一緒に成仏できるJという論理で、 1356

した f諌方大明神間間Jにみえるのをはじめと

して、室町・戦留期には様々なテキストに登場す

る。「諏訪の鵠j あるいは単に「諏訪の文j とも

称され、民俗学・宗教学・摩史学など各方面から

論及されてきた74 0 

この諏訪の勘文を高く評価したのが、河田光夫

氏である。河田氏は、『神道集』に語られる「諜

をつぎのように称揚した。

殺生・肉食静根論に辻、単に殺生の業の携わ

る自分だけでなく、犠牲になる動物もともに

教われたいという猟漁民の、やさしく敬度な

願いがこもっていることを見落としてはな

らないD このような発想、は、最も動物と親し

む猟漁民の中から全まれるものである。 75

ほどではなくとも、多くの研究者が、この諏

訪の勘文は殺生を生業とする山野持海に生きた

人々を救済する論理である、として論じてきたむ

宗教学者の中村生雄氏も、主著r祭詑と供儀Jで

つぎのように述べている。

中批の狩猟民・漁携氏にかぎらず、 日

常的iこ殺生さ？なりわいとして生を送るほか

ない出野前提の民にとって、このような殺生

肯定の論理が体制仏教たる顕稽諾派が云々
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する臨地獄の恐怖からみずからを解放して

くれる唯一の道だ、ったことは想橡にかたく

ない。 76

もこうした見方を前提として駄文を草した

ことがある 77 0 ところが、中世において「諏訪

の議文は殺生を生業とする山野湾海に生きた

人々を救捺する論理Jで、あったと言えるかどうか

については異論がある。吉原健雄氏は、『譲方大

明神講式Jや『諏方上社物思令』などを参照しな

がら『搬方大明神高詞』を読み解いて、つ

点を指擁した。

φ殺生仏果観は狩猟民ではなく諏訪神による

審類救済の行為として説明されている。

②殺生仏果観は基本的には殺生祭神様札に対

する仏教的罪悪視の解摘の目的で成立した0

9諜訪大社に罪業観と仏果観をともに含む殺

生観が成立した理由は、賛の合理化と

配の実現というニつの課題への対応として

説明できる。

吉原氏は、諏訪借停を記述した説誌は、殺生祭神

議礼の合理化在目的として成立していると説明

できるとした上で、つぎのように述べた。

これらの説話を狩猟民の殺生e肉食の合理化

目的として成立したと解釈するのは、

的な理解であろう。つまり、諏訪大社は神に

よる殺生のみは救漢の名のもとに正当化し、

入による殺生は罪業として否定したのであ

る0 78 

吉原氏の議論（特に①と②）には説得力があり、

河田氏のような見方は難しくなった。中村氏やか

の筆者のような見方も、果たして中世の出来

として良いのかが問われているc

吉原氏も、近世には諏訪神が狩猟民の殺生を正

当化する神として信仰されていたことを認めて

いるが、それについては、 f個々の狩猟の場で獲

物を諏訪神に供梅すると狩猟民が観念してい

ためではないであろうかJと述べ、「狩猟民側の

、つ、どこで成立したのかという

は今後の検討課題としている口



そもそも、なぜ諏訪なのか。「殺生祭神は主と

して諏訪信仰をめぐる問題である」とさえ評され

るのだが 79、諏方社以外にも殺生祭神すなわち

動物供儀をおこなっていた神社はあった。にもか

かわらず、なぜ諏訪の勘文が殺生肯定論として最

も普及したのかD それは、鷹狩の流派の中で、諏

方流や諏方と関係のありそうな祢津流が目立つ

こととも関係があるにちがいない。

5 儀礼・有職故実

( 1）鷹と「鷹の烏j の卓越化

天下統一の時代をつぶさに見聞した宣教師ジ

ョアン＝ロドリゲスは、 17世紀初頭にまとめた

『日本教会史』において、日本の鷹狩についての

つぎ、のように記している（第 7章第2節）。

彼ら（日本の領主や貴族）は、鷹狩と、それ

で捕らえた獲物を贈物とすることにきわめ

て熱中し、彼らの間では、そのことに高い敬

意と名誉をかけているので、あって、それを食

べる際には、特殊な方法と儀式による。これ

らの烏を使って天下殿の行なう儀式ばった

狩猟がある。

鷹狩が、儀礼的で特権的な狩猟であり、高度に政

治的な意義を有していたことをよく伝えている。

鷹の贈答については、江戸幕府によって鷹の献

上が国家的な制度とされたこと、その源流が豊臣

秀吉や織田信長、さらに室町将軍にあったことな

どが指摘されている 80 0 室町殿への鷹献上は、 6

代将軍足利義教から確認できるようになり、 8代

将軍足利義政以後、義尚・義植・義澄・義晴・義

輝・義昭、いずれも鷹の献上をうけていたことを

示す史料がある。

平安王朝の貴族社会では、鷹の献上・贈答が発

達しており、二条良基の『嵯峨野物語』も「鷹は

毎年坂東以下、諸国御つぎ、物にそなゆる也」、あ

るいは「鷹は公家には馬とおなじゃうに引出物に

はせられしなり」などと記している。武家におけ

る鷹の献上・贈答も、公家の伝統を踏襲したもの
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と考えられようが、 14世紀以前に幕府へ鷹が献

上されたことを示す史料はきわめて少なく、中世

に武家の鷹献上儀礼がどのように発達したかに

ついてはよくわからない

献上・贈答以外にも、鷹をめぐる儀礼・作法は

多く、『放鷹』も「鷹の礼法」について詳述して

いるD 中世の儀礼・有職故実は、二木謙一氏によ

る弓馬故実についての研究をはじめとして、かな

り蓄積があるものの 81、中世の鷹に関する儀

礼・有職故実の研究は少ない。しかし、桃崎有一

郎氏が指摘した路頭礼82のように、当時の社会

の構造を考える上でも興味深い儀礼・作法があり、

今後の研究課題である。

鷹そのものの贈答だけでなく、鷹の獲物すなわ

ち「鷹の鳥」の贈答についても、その作法が発達

した。例えば、守護大名土岐家の関係者が永正 8

年（1511）に「旧老之談話」と「多年」の「見聞」

をまとめた故実書『家中竹馬記』は、酒肴を贈る

ときに添える目録の書き方について、つぎ、のよう

な説明しているD

樽美物等の目録の次第ロ魚は前。鳥は後ろ也。

魚の中にも鯉は第一也。（中略）鷹の鳥、鷹

の雁、鷹の鶴などは、鷹を賞する故に、鯉よ

り前に書く也。

どんな食材よりも鷹の獲物を優先しなければな

らないという。「鷹の烏」は、その贈答作法のみ

ならず、調理や配膳、食事においても特別な作法

が必要とされた。

「鷹の烏Jをめぐる作法の中でもとりわけ興味

深いのは、献上・贈答の際、木の枝に付ける鳥柴

付の作法である 83 0 12世紀に描かれた『年中行

事絵巻』の大巨大饗の場面には、鷹飼が鳥柴をか

ついであらわれるし、『徒然草』第 66段には、近

衛家平と鷹飼の下毛野武勝が、鷹狩の獲物を木の

枝につけて献上する烏柴の作法について問答し

ている話がみえる。その故実が、 16世紀以降の

鷹書にもふんだんに盛りこまれており、挿図を用

いて詳論する鷹書も多い。これについては、堀内

勝氏が詳細に紹介し、その精微で典雅なこと、鷹



にともなう日本独特な習俗であることなど

摘している 8ヘしかし、獲物の種類と柴の樹種

の組み合わせにひそむ意味などは考察されてお

今後の解題であろう。鳥と柴の関係は、所

与の自然環境に規定されていたのか、あるいは先

行するイメージがあったのか。そこから、自然観

を考察することが可能かもしれない合

< 2) r鷹の烏j の変化一雄から鶴へー

口ドリゲスは「狩猟される鳥で、日本人が最も

しているものの第一は鶴、第二は自鳥、第三

は野鴨J（第7章第 2節）と記していたc確かに、

江戸の将軍から天皇に献上されたのは鶴で、あっ

たし、将軍や大名の関で贈容がくりかえされた

「鷹の鳥Jも鶴、ついで、氏島が多い。雁・鴨など

いられたが、それらよりも鶴の格式は商いも

のとされた85 0 

しかし、 16世紀まで「鷹の烏Jといえば雑で

あった。平安時代から、娃は公的な饗裏で供され

た唯一の鳥で、 12世紀の f類策雑饗抄Jにおい

ても、鎌倉時代後半に成立したとみられる

類記Jにおいても、饗宴に供された鳥は嬉のみで、

『徒然草Jもに魯には雄、さうなき物品j と記し

ている（第 118段入長事 3年（1489)2月の実

もつ『四条流包丁書Jも「美物上下の事jの

なかで、 f麓の鳥Jは「婚の鳥に必ず限るべしJ

と明記し、さらに、「只鳥と計ち云は娃の事也j

とまで記すむ f奉公覚悟之事Jにも「たかの鳥と

はきじ也Jとあり、 16世紀まで鷹で捕獲

なかで維が卓越した位置にあったことはあ

きらかである。

f言長；土、永禄 11年（1568）に躍を献上してか

ら、たびたび朝廷に鳥を贈っている。鳥の種類に

注意してみれば、天王 3年（1575)2月は鶴、

年7月には鶴と白轟、翌天正4年2月にも鶴と

ように鶴を献上していた。秀吉は、

15年とi胃16年に焔も献上しているが、やはり

白鳥や雁、そして鶴の献上が多く、献上された鶴

を料理する f鶴の癌了Jもおこなわれている。家
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壌は鶴の献上が多く、「揚鷹の鶴Jが特別な献上・

下賜の品となった。そして、 f講の島j として婚

が贈られる掛は誌とんど見あたらなくなる。

三代記』によれば、応永 28年（1421)

と31年（1424）の正月、室町殿に献上された f白

によって大草流位Jの「告訴Jがあったとい

う。また、大永 8年（1528）以前に伊勢貞頼が相

伝していたことが確実な故実番f宗五大双紙Jは、

折紙の番様について、 f鳥には白鳥・鵠・藤・鴨・

娃・鶴・禦雀・青鷺・五位鷺・鵜・鴫・鶏。

には兎より外は参候はず挟jと説明している。あ

げられている鳥はいずれも薦の獲物となるもの

ばかりで、

点も鷹狩

は「兎j のみ可とされている

した記述であることを示して

いるが、鳥の筆頭を「白鳥Jとしている点が気に

なる9 古前公方の贈答iこは自，誌の献上が多いとい

う報告もあり 86、婚とは別に白鳥の儀礼が帯在

した可詑性を否定できない。

中世には、鷹で播饗した鶴について、どのよう

な価値が認められていたのかよくわからない。古

来、鶴は長舟の鳥と信じられ、食用にもされたが、

なぜ、信長・秀吉・家康の時代に、 f鷹の鳥j とし

されはじめるのか。地から鶴へ変化したと

すれば、それは待を意味するのだろうか。

は見あたらず鶴には錆わっている意陳と

してすぐに想起されるのは、農耕との関係、特に

種作に結びっく借仰である。鳥が天から稲穂、をく

わえてきて落とし、そこから稲作が始まったとす

る神話が東アジア各地にみられる。日本の場合、

そうした穂落神長承の鳥は東北から沖縄ま

が多い。めでたい高貴な鳥とされた背景には、そ

うした稲作の起源と結びfすいたイメージがあっ

とも言われる。また、白鳥も稲の収穫時期に渡

来する大きな鳥であったからか、稲になったち餅

になったりする伝説が多く、穀盤神とみなされた

りもした 87 0 そうしたイメージを持つが故に、

鶴や白鳥が高い価値を持つものとされ、近世、維

にとってかわって天患と天下人を結びつける「鷹

になったのだろうか。貫高制から石高額へ



の転換し、百姓＝農民とみなされるようになった

時代に、「鷹の鳥Jまでもが稲作に直結するイメ

ージをもっ鶴あるいは白鳥に変化し、国家的な制

度に組み込まれたとすれば興味深い88。いずれ

にしても、今後の課題としなければならない。

6 家・流派と鷹書

( 1)公家の「鷹の家j

『放鷹』は、「近古に於ける鷹の家」として、

まず西園寺家と持明院家をあげて、詳述している。

両家は、中世から近世に続く鷹道相伝の家として

知られているが、中世において両家は鷹狩とどの

ような関係にあったのだろうか。

15世紀後半に一候兼良が著したとみられる

『尺素往来』は、鷹道について「相伝練習之家々、

園中将・坊門少将・楊梅侍従以下、井御随身秦・

下毛野等Jと記している口そこには、西国寺も持

明院も見当たらない。『蒙求管鷹往来』という鷹

書は、成立年が明確でないものの、宮内庁書陵部

所蔵本に、作者松田宗吟は永禄2年（1559）に没

したと記されており、それを信じれば、 16世紀

の中頃までに成立していた鷹書ということにな

ろう。往来物の形式で鷹狩に関する語葉や故実を

説いているものなのだが、そのなかに、「公武数

寄の人々、左右に分かれて、勝負の小鷹狩を興行」

するという話がみえ、「公家」として「甘露寺亜

相家・飛鳥井納言家・坊城黄門家・園虎責・坊門

羽林・楊梅拾遺」の名があげられている。「園」・

「坊門」・「楊梅」は『尺素往来』と一致している

が、やはり西園寺も持明院も見えない。

13世紀末の『鷹狩記』は、「西園寺入道以後、

又、その沙汰ありしなり。故常盤井入道殿は殊に

鷹をよく手練し給ひけり」と記しており、西園寺

公経以後に王朝の鷹狩が再び、盛んになったこと、

公経の子実氏は特に鷹をよく練習していたこと

などがわかる。二条良基も『嵯峨野物語』に「西

園寺相国〈公経〉、常盤井太政大臣〈実氏〉、又、

入道相国〈実兼〉、けしからずこのみちの好士也j
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と、やはり西国寺家の人々が鷹を好んだと記して

いるから、この頃の西園寺家は「鷹の家Jと称さ

れるに相応しい実態をもっていたのだろう。

ところが、先ほどみたように、『尺素往来』に

も『蒙求管鷹往来』にも、西園寺の家名は見当た

らず、 15世紀以降についてはよくわからない。

立命館大学図書館の西園寺文庫には、 40数点も

の鷹書がある。「鷹の家Jに相応しい蔵書群だと

思われるが、二本松泰子氏らの調査によれば、そ

の中には中世にさかのぼる鷹書が無く、多くは近

世・近代に収集されたものらしい。中世後期に、

西園寺家と鷹道にどのような関係があったのか

は、今後の研究課題である。

西園寺家と共に「鷹の家」とされている持明院

家はどうだろうか。近世に「持明院」の家名を冠

した鷹書が多数出現することは確かで、、『続群書

類従』や『丹鶴叢書』にも収録されている『基盛

（基成）朝臣鷹狩記』は、持明院基盛の著作だと

信じられてきたD しかし、拙稿であきらかにした

とおり、持明院家は 16世紀に他家の鷹書を集積

し、鷹道伝授を行うようになったのであり、 15

世紀以前に持明院家が鷹道を相伝していた「鷹の

家」だ、ったとは考えられない89 0 『基盛朝臣鷹狩

記』は、西国寺家の人（おそらく実兼）の著作で

あったが、近世に持明院家のものとされた90 0 

持明院家が、いかにして「鷹の家」になったの

か。西園寺家とどのような関係にあったのか。ま

だよくわからない点が多い口拙稿で、鷹道の伝授

には歌道が影響していると考えられることを指

摘しておいたが 91、近世の持明院家は鷹道以外

に入木道（書道）、部曲・神楽なども家業として

おり、それらと鷹道との差異についても考えてみ

るべき問題があるだろう。

(2）流派とは何か一政頼流と禰津流一

『放鷹』は、「鷹の流派j として「政頼流」か

ら「宇都宮流」まで、数多くの流派について詳述

しているが、流派名をアプリオリに掲げているこ

とに注意が必要であろう口流派名を冠する鷹書を



あげながら解説しているのだが、必ずしも各流派

の成り立ちについてあきらかにされているわけ

ではない。流派とテキスト（鷹書）が不可全の関

捺にあったことはたしかであろうが、言うまでも

なくテキストも流派も講築されたものであり、そ

れぞれの構築過程が間われなければならない。二

本松泰子氏は、「西国寺家～Jと題する鷹書のな

かにも敵訪に言及するものがあり、「宇都宮流j

なかに京都で成立・流布したと思われる

とよく似た記述がある、といつ

り組んだ実態をあきらかにしている 92 0 

私たちが昌にしている鷹書の多く立回世紀以

降に成立したものだが、その前から鷹狩に関する

由緒や技術（秘伝）は様々な場で語り継がれ、相

互に絡み合いながら、やがてテキスト化された

ずであるむ書名に「00流jや f×××家Jなど

と恕する近世写本の越大さが如実に物語ってい

るとおり、近量こそ流派という属性が希求された

時代で、あったむ鷹番の内容を丹念に解説し、言説

の異国を確認、することは、流涼の構築過程の解明

にも資するはずだが、鷹番だけでは眼界がある。

芸道の流派が分立している場合、テキスト（秘伝

ど）は能流深と自流派の差異を主張するもの

ろうが、 16世紀以降の鷹道伝授のなかには

古今伝授のように鷹狩の実践（実猟）と必ずしも

甚説は結び付かないものがあったことにも注意

が必要で、あろう。

がまずあげている流派は「設頼流j

が、「政頼Jの名がみえる薦書の出現も 16世紀以

持のことである。そもそも f政頼」は、

脈Jで「源頼義朝臣、鎮守府将軍として下向の時、

相具足の刻、出器守に任じ、鷹館と

記されている諒斉頼が原像だろう。 13世紀詰半

に成立した説話集『古事談Jのなかに、つぎのよ
p

ペノ ある。ある入が、 した捺に、

としての能力を試そうと、

と鵠って斉頼にわたすD すると斉額は、騰が西

国産ではないことを見抜き、信濃震であろうと言

い当てた、というぜ古事談J四…13、316）。す

と注

でに鎌倉時代には優れた薦涯として、様々な伝説

をまとって語り継がれていたと考えられる。 13

世紀後半に糠纂された『吾議鏡J建永元年（1206)

3月 12日条によれば、借濃の武士桜井五部；士、

鍵れた鷹飼で、この日、将軍の前で鷹を飼う f口

伝故実j について諮ったという。そして、同 13

日条にはつぎのようにみえる。

棺チトi召に掠りて御前に参り給ひ、数魁御雑談

に及ぶ。将軍仰せて云ふ、桜井五郎とし

り。賊を以て鳥を敢らしむ可きの由これを

憧に其実を見んと欲すむ是嬰児の戯に

叡たり。詮無き事かと云々。相剤、i申されて公

ふ、斉頼比街を専らにすと云々。末代に於て

は希有の事なり a

執権北条議時が将軍実朝に、鳩を調教して鳥をと

らせる術は「斉頼Jのものだったと語っている。

鎌倉の武家の間でも依説的な鷹置として

り継がれていたらしい。しかし、その後の斉頼

（政頼）像の麗関についてはよくわからないc 今

後の課題であろう。

f放鷹』は、「政頼流j f語学？（故竹）流」に続

けて f譲津流j をあげ、 rf計十i諜誌社の費鷹に恭

仕せし一涼j と説明している。これは、

(1356）成立の『譲方大明神間前』につぎのよう

な叙述があることなどから、疑いようのなし

となっていた由

本姓は滋野なりしを、母胎

より神の告ありて神氏の約して大視貞光

として字を神平とぞ長けるむ諜方郡

内一庄の鎮主として、保元平治の戦場にも

向にけり。武勇業のみにあらず、

の鷹匠なり口

しかし、そもそも『諏方大明神高説Jを制作した

のは室町幕府の奉行人となっていた京都の譲方

氏で、あって、京都諏方氏が祢津氏の鷹に関する

絡を諏方に引き付けようとした可能性があるねむ

申世、緯津氏は信州諏方社の氏人となり、「神J

氏を称したことはまちがいない94 0 しか

ニヌド松泰子氏は f藤津流Jの鷹書の中に、諜方社
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の賛に関する記述を有するものがほとんど無い

ことを指摘している 95 0 嘉暦2年（1327）の『白

鷹記』によれば、信濃の祢津神平は摂関家に白鷹

を献上した。祢津氏は「東国無双の鷹匠」の家と

して知られていたのだろう。しかし、その鷹術が

「諏訪社の賛鷹」に由来するものかどうかは、検

討の余地があるD

(3）諏方流をめぐって

『放鷹』は、「諏訪流は地方的に盛にして或る

歳月の聞にはその惇書も成りたるが如し」と記し

ており、「諏訪流」が信州諏訪大社の賛鷹の術で

あったとする。

信州、｜の諏方社では、古代から狩猟神事・動物供

犠が行なわれており、鷹による鳥や兎の捕獲も行

なわれてきた。なかでも五月会の神事と 7月末の

御射山の神事は盛大で、中世には信濃圏内に所領

をもっ武士たちが奉仕した。『諏方大明神画詞』

によれば、五月会は御狩押立神事から始まり、神

官・大祝・氏人などの一行が、八ヶ岳山中で狩猟

をおこなう。御射山祭も同様で、、その狩猟の様子

は、「鷹など据えてつかう者もあり、禽獣を立て

射取る者もあり」と記されている D

15世紀末頃、神長官の守矢満実あるいはその

子継実によってまとめられたとみられる『諏方御

符礼之古書』は、諏方上社の主要な祭把である花

会・五月会・御射山祭の頭役の記録である。そこ

には文安 3年（1446）から延徳元年（1489）にい

たる 44年間、頭役を課せられた庄園・郷村名、

頭人（在地領主）とその代官、役銭の額などが記

されており、その中に 97件もの神鷹奉納が確認

できる 96 0 諏方社にとって鷹が特別な意味をも

っていたことはまちがいない。

諏方社の神事に奉仕した「氏人j・「神」党の家々

には、鷹の故実が蓄積され、鷹術が相伝されてい

ただろう。しかし、鷹術の流派としての「諏訪流」

がいつどこで成立したかは問題で、京都諏方氏も

鷹術を相伝し、鷹書をのこしている。中世にさか

のぼる鷹書あるいは近世の写本にみえる中世の
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本奥書にあらわれる諏方氏は、京都の諏方氏が多

いロ「諏訪流」は、まず京都で成立した可能性が

高いだろう。

管見の限り、「諏方流」の鷹術を学んでいるこ

とが確認できる最も古い記録は、島津氏の重臣上

井覚兼が天王9年（1581）に記したとみられる「伊

勢守心得書」である。覚兼は、「鷹・蹴鞠の事は、

大隅の生にて候問、心付ず候」と前置きし、「し

かしながら鷹の事は、諏方流とて当家余儀なき事

に候」と述べている。かつて信濃にも所領を持っ

ていた島津氏は、諏方社に対する崇敬が篤く、薩

摩・大隅には諏方（南方）社の分洞が多い口覚兼

が学んだ「諏方流Jの鷹術とは、京都で成立した

ものなのか、それとも薩摩・大隅の諏方社で成立

したものなのだろうかD

鷹道の諸流派の中で最もよく知られている諏

訪流でさえも、その形成過程についてはこのよう

にわからない点が多い。その解明は今後の課題で

あるが、神社（社家）史料論が進展しており 97、

中世後期の諏方氏および諏訪信仰に関する研究

も深化しているから 98、新たな知見が期待でき

ょう口

(4）鷹書・鷹詞・鷹歌

鷹書と総称される書物群が、古典知の一大ジャ

ンルで、あったことは、『群書類従』に「鷹部」が

あることひとつをみてもあきらかなのだが、近代

以降、文学も歴史学もこのジャンルを冷遇してき

たと言わざるをえない。『放鷹』は、いわば和学

と近代の学問とを融合させて、鷹書の世界を伝え

ようとした。その後、鷹書の数の多さ自体を問題

として浮かび上がらせた塚本学氏の指摘や99、

山名隆弘氏による部分的な解読はあったが 10 0、

本格的な調査・研究の対象とされるようになった

のは、 1990年代以降のことだと言ってよいだろ

つ。

まず、鷹書に含まれる説話や注釈の豊かさ、鷹

歌への関心を強めた文学研究者による先駆的な

論考があった 10 1 0 最近は、山本一氏 10 2、二本



松泰子氏10 3、大坪舞氏 104らが靖力的

調査し、論考を発表している。

は鷹の各部名称、良鷹の識別、 場

病の診断・治療、治撲のための薬品とその処方、

誤練、装束・道具など、演奏といってもよいほど

の詳結な増報が含まれているものも少なくない。

ユニークな註釈の成果として、 f鷹の書Jがあ

る10 5 0 これは、堀内勝氏（文化人類学ト

芳浩氏（古田流鷹匠〉を中Jむとした鷹書研究会（中

が、信チト｜諏訪の荷西家に伝来

F麓書（大）j合丹念に解読したもので、こ

こまで詳結な薦書の註釈は前後に鰐が無く、堀内

氏によるアラブの驚狩との比較解説も興味深い。

ただ＼鷹番という露大な史料群のなかで、こ

（大）.Jlがどのような位離にあるのかといっ

のこされた課題も多い。

国語学では、早くから鷹訴に関する研究がおこ

なわれていたが 10 6、三保忠夫氏の大著10 7は近

年最大の成果と震えようc これは、宮内庁書援部

議の鷹番 737点の悉皆讃査の成果を中心とする

もので、あって、概ね時代Jr震に広く鷹狩に関わる人

物も調査し、それを踏まえて鷹書会解説した上で、

の専問分野である鷹詞につい して

いる。個人の研究としては質・

今後の麓書研究は、この一書抜きにはありえない

だろう。ただ、正保氏があきらかにしているとお

り、書凌部所蔵の鷹書737点の内、636点（86.3話）

は霊弁i松江藩松平家から寄贈されたものである。

は同松平家の薦番収集事情も検討してい

るが、いずれにしても番綾部の鷹書の多くは近世

後患の写本で、あって、中世までさかのぼる本はほ

とんど無い。もちろん、新しい本のなかにも貴重

な孤本や良質な写本があるので史料的な額績は

一概に決められないが、鷹番の祖型や諸流深の成

るためにも、 16世紀以前に成立

したことがあきらかな鷹番の調査・研究が急務で

あろう。
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おむりに

以上、たいへん雑駁ながら、中世の鷹狩に関す

る研究の動向を整理し、課賭のいくつかを指摘し

てみた。最後に、全体にかかわることとして、 2

つの比較史をあげておきたい。

1つは一般的な比較史で、異なる国・地域の互

いに類叡した事象を比較し、それぞれの特殊性と

相互の共通性とを明らかにすることであるc摂jえ

ば、秋吉正博氏は、 2世紀にi嵯峨天皇が要述を命

じた『新修鷹経』の構成について考察し、中国の

との関係を指捕した1080 奈良・

、若の影響は絶大だ、ったと考えられるが、

彼我の比較研究は意外におこなわれていないの

ではないだろうか。例えば、日本では驚を左手に

据える。しかし、中国で辻鷹を右平に据えている。

なぜ、こうした差異が生じたのであろうか。

10世紀後半から天息主催の狩猟は〈

の大井JII行幸を唯一の例外として〉おこなわれな

くなり、四つ足の獣老狩る狩猟が忌避されるよう

になった。 12世紀初頭には、白河院が厳格な殺

生禁新を命じる。これらは平安王朝において殺生

罪業観や譲れ観念が肥大化したことによるもの

と考えられるが、久保田和男氏は宋の皇奈が「政

猟Jすなわち狩猟をおこなわなくなり、しかも

ていたことをあきらかにして、そこに文

治政治の確立をみている 10 9 0 平安王朝は、宋の

影響をうけて、獣猟を忌避するようになったので

はないだろうか。

2つ自の比較史は、日本において同時に存在し

ていた他の事象と薦狩とを比較し、鷹狩の歴史的

な特質を考えることである5 巻狩（獣猟）と

の比較、その差異については先に述べた。もう l

つ比較対象をあげるとすれば、鵜飼で為るa 野生

の烏を鰐い覇11らして他の動物を捕獲させる点、薦

狩は鵜飼とよく似ており、日本における両者の壁

史には共通寸る部分が少なくない。両者の共通点

と相違点を探ることで、鷹狩・鵜銅、それぞれの

特賞を考察できる λ11 0 
〆， 0 
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る』 3（生騰と流通、岩波書店、 2002年）、前掲註32

中準 f狩る正の系譜J、同「王朝の狩猟文化J京都女子

・文北研究所（f研究紀要JI22、2009年）な

どがある。

47 山口昌男 f王権の象徴性J『天皇制の文化人類学』（岩

波書店、 2000

48 中沢新一時制￥ら王へJl（講談社、 2002

49 前掲註46中樺「王朝の狩猟文北Jo

50 二薫のキャブチャーは、長に擁護させる関接的な狩

猟だということで、こ

例えば、

『餌差JDは、餌懇の政頼が閣魔大王に車

業について言い逃れをする。 f汝は裟婆にて明

し、大悪人にてある問、地獄へ落とそふづるぞj

と言う関麗に対して政頼は f鳥をど科し騰と申物に食わ

せて養い鏡程に、あまりとがにてはなく挟Jと答え、

「鷹がとがでこそ御産れ、私のとがではござらぬJと

て、機楽行きを望む。「鷹がとがでこそ御麗れ、

のとがではござらぬjという設い逃れを、「それなら

り汝がとがでもないj と認、めているのは、

とるところなのだろうが、こ

ているのではないという論理は、鷹狩の接持を考える

上で、無視できない。間接的な「殺生j

ることで、罪業譲を緩和することができたのではない

だろうか。これも今後の課題であ

51 吉田孝 f日本の誕生』（岩波番店、 1997年）。

52 訴糧計 4槙村「野行幸の成立ム仁藤敦史

と持幸Jr古代王権と官僚制Jl（臨JI！書j吾、 2000

5 3 ？？麗鰐譲Jと下毛野氏J(f史観j]93、1976



年）、同「平安時代の鷹狩りについて」（『民衆史研究』

16、1978年）、同「古代養鷹史のー側面J竹内理三先

生喜寿記念論文集刊行会編『律令国家と古代社会』（東

京堂出版、 1984年）、同「「御鷹飼Jの系譜」（『早稲田

大学高等学院研究年誌』 34、1990年）、中津「野生の

価値と権力一王朝の狩猟とその言説－J（『古代文学』

46、2007年）、前掲註 32中津「狩る王の系譜」。

54 網野善彦『日本中世の非農業民と天皇』（岩波書店、

1984年）、中原俊章『中世公家と地下官人』（吉川弘文

館、 1987年）、同『中世王権と支配構造』（吉川弘文館、

2005年）、丹生谷哲一『日本中世の身分と社会』（塙書

房、 1993年）、同『身分・差別と中世社会』（塙書房、

2005年）。

5 5 『基盛（基成）朝臣鷹狩記』の書名で流布している

鷹書で、持明院基盛の著作だと信じられてきたが、実

は西園寺家の人（おそらく西園寺実兼）が著述したも

の。中津「公家の「鷹の家」を探る－『基盛朝臣鷹狩

記』は基盛の著作かー」（『日本歴史』 773、2012年）。

5 6 前掲註 54網野『日本中世の非農業民と天皇』、中原

『中世王権と支配構造』など。

5 7 五味文彦「王権と幕府－殺生禁断令を媒介に－」（『別

冊文芸・天皇制』河出書房新社、 1990年）、同「院政

と天皇」岩波講座『日本通史』第 7巻中世1 （岩波書

店、 1993年）。

58 『百錬抄』によれば、さらに白河院は同年 10月 21

日、洛中の寵の鳥を召し集めて、これを放棄させ、伊

勢神宮の祭主に伊勢圏内の神戸・庄園の鷹・犬を回収

させて京都に運ばせ、 12月8日、これを「叡覧」すな

わち実見した後、放たせた。また大治五年（1130) 10 

月7日、翌6年正月 25日には、弾正台・左右京職・検

非違使に、私に鷹・舗を飼うことと狩猟を取り締まる

ように命じている（『朝野群載』同日付の太政官符）。

5 9 前掲註 53中津「野生の価値と権力J。

60 前掲註42永井「中世における殺生禁断令の展開」は、

殺生禁断の恋意性を指摘しているが、後述するように、

王権にとっては生命与奪すなわちキャプチャーもリリ

ースも意味があり、怒意的と評価するわけにはいかな

し、。

6 1 五味文彦「建暦期の後鳥羽院政一『世俗浅深秘抄』

と「建暦の新制J－」（明月記研究会編『明月記研究』

10、2005年）、佐々木文昭『中世公武新制の研究』（吉

川弘文館、 2008年）。

62 保立道久「中世における山野河海の領有と支配J『日

本の社会史』第2巻（岩波書店、 1987年）。

6 3 中津「王権と狩猟」『中世の武力と城郭』（吉川弘文

59 

館、 1999年）、前掲註 32同「王朝の狩猟文化」。

64 湯本貴和編／佐藤宏之・飯沼賢司責任編集『シリー

ズ日本列島の三万五千年一一人と自然の環境史2 野

と原の環境史』（文一総合出版、 2011年）。飯沼賢司編

『阿蘇下野狩史料集』（思文閣出版、 2012年）で「下

野狩日記Jや「下野狩旧記抜書」といった阿蘇下野の

狩に関する良質な史料が紹介された。

6 5 前掲註13中津「狩猟神事の盛表」、同「狩猟と原野」

向上『野と原の環境史』。

6 6 河西克造『馬捨場遺跡』（長野県埋蔵文化財センター、

2002年）、桜井秀雄「八ヶ岳南麓の中世陥し穴」（『金

沢大学考古学紀要』 28、2006年）。

6 7 前掲註 13中津「狩猟神事の盛表J。

68 荒垣恒明「巣鷹をめぐる信越国境地域の土地利用規

制J湯本貴和ほか編『山と森の環境史』（文一総合出版、

2011年）、同「江戸時代の狩猟と鷹捕獲」白水智編『新・

秋山記行』（高志書院、 2012年）、白水智「国界と山

論－近世信越の巣鷹山争論から－J（『地方史研究』66-4、

2016年）など。

69 プロジェクト以前の成果については、白水智『知ら

れざる日本一山村の語る歴史世界一』（日本放送出版協

会、 2005年）を参照。なお、 2011年の長野県北部震災

後、白水氏を中心とする「地域史料保全有志の会」に

よる文化財レスキュー「栄村文化財保全活動」が継続

されている。白水「文化財救出と人文学の現場一長野

県北部震災での経験から－J（『中央史学』35、2012年）、

同「長野県栄村における文化財保全活動と保全の理念」

歴史学研究会編『震災・核災害の時代と歴史学』（青木

書店、 2012年）、同『古文書はいかに歴史を描くのか

ーフィールドワークがつなぐ過去と未来－』（NHl(出版、

2015年）参照。

7 0 中津「中世の狩猟と鷹捕獲」白水智編『新・秋山記

行』（高志書院、 2012年）。

7 1 飯沼賢司『環境歴史学とはなにか』（山川出版社、 2004

年）。

72 前掲註42の諸論考。

7 3 前掲註42中津「中世寺院の暴力j。

74 前掲註 26千葉『狩猟伝承研究』、伊藤喜良『日本中

世の王権と権威』（思文閣出版、 1993年）、中村生雄『日

本の神と王権』（法蔵館、 1994年）、前掲註 37同『祭

和と供犠一日本人の自然観・動物観一』など。

7 5 河田光夫『中世被差別民の装い』（河田光夫著作集第

2巻、明石書店、 1995年）。

76 前掲註 37中村『祭杷と供儀』。

7 7 前掲註 13中津「狩猟神事と殺生観」、同「殺生と新



制一狩議と肉食をめ ぜ東北学J3、

2000年）など。

78 吉原健雄 f「諏訪大明神瞬翻J試論一殺生観者めぐっ

て－J（『日本思想、史研究j23、1991伴）。

79 伊藤聡『神潜の形成と中堂神話JI（吉川弘文館、 2016

年〉。

80 前掲註2寺山名 f織田信長と鷹狩j、前掲註33大友『日

ぐ応-1-1-1・r:rr,:;;:;:r/T¥協時と議本LJI、盛本酷広「戦菌類の薦献上

贈答犠ネLJf日本中散の贈与と負担』

1997年）、同『松平家忠告詑j]（角川書店、 1999

問 f豊註政権の贈答犠札と麓狩Jr中近世の山野河溜と

資額管理j]（岩田審院、 2009年〉、関思議容と裏金の中

散J]（吉川弘文館、 2008年）など。

8 1 二木謙－ r中世武家儀礼の研究JI（古川弘文館、 1985

年）、同『中世武家の作法j]（吉川弘文館、 19お年〉。

なお、小笠服氏については、村石正行氏のつぎの論考

村石正行「小笠深長時の番状一通一同名

らー」（『長野県立膝史館研究紀要』 14、2008

、同叶、笠謀長時の外交活動と陪名氏接関交流J（『史

82-1・2、2013年）、問「足利義材政権と小笠原氏

一小笠原同名民族関交読と故実の相承－Jer稽濃J]65-9、

2013年）、向日、翌諜貞慶発結文書の基礎的考察JCW信

濃J]67-12、2015年〉、再 f近世小笠原流故実書「産所

68-5、2016

f中世京都の空開講造と礼節体系J
関出版、 2010年〉。

83 海艦m-r中世絵頭に見る動物の捕獲・

小野正敏ほか踊『動物と中世』（高志書院、 2009年〉

と食文化（上）（中）（下）J （季

32・33・36号、問98・99年）。

85 前掲註33大友 f日；本近世間家の権裁と儀礼』

8 6 合fi姐計 80謹本f戦国期の鷹献上の溝造と贈答儀礼j、

問「盟距政権の鰭答儀礼と鷹狩J、同『贈答と宴会の中

（古川弘文館、 2008

87 大林太良『稲作の神話J]（弘文堂、 1973年）。

日 出器 f喜本中世狩猟文化史論浮説j 中村生雄ほか編

f狩猟と誤犠の文化誌j]（森話ネ士、 2007

89 中津 f持号号館義春考一公家の家業と F尊卑分H*Jlの

注記－ J藤原良章繕『中世人の軌跡をさ長くJI（高志書

説、 2014

初会？？岨引で 55中津「公家の f麓の家Jを探るJ。

れ 合会慌鮭 89中津

“ニヌド栓泰子F中世鷹番の文化依承j]（三弥井帯店、 2011

。なお、同蓄については、中毒「書評ニヌド松泰子

著『中世薦蓄の文化法承J]J（『論究日本文学J第 100号、
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2014年〉

9 3 巾盤 f神を啓した武士たち F持氏系関Jにみ

j壁史学研究会編 r系図が語る世界史J
2002年入

94 東部図工誌編纂委員会 f東部町誌産史繍J上（東部町

誌刊行会、 1990年）、

日二本松泰子「禰禅流の鷹街一方言質藩の購読・依田氏

の薦書をめぐって－J（『長野県矩期大学記婆Ho、2015
年）、同 f中近世携における信州麟津氏の放驚街－諏訪

信仰との関わりをめぐって…JCW伝承文学研究.1164、

2015年）、同「近世期における故国誌の鷹狩り

捷放麓衝の展開をめぐって－J(Wf言護』68-5、2016

間 f護軍の家伝はおける祢津神平貞産説話一加賀藩の

－依吾氏の麓稿文帯をめぐって一一j

648、2016年〉など。

96 前掲註 70 f中世の狩猟と

「鎌倉類の譲訪神社関係史料にみる神道

と仏道Jer国立歴史民降博物館研究報告』 139、2008

年）、間弓字社史料の諸問題一鯨訪神社関採史料を中心

に－Jぜ畠立壁史民俗博物館研究報告J]148、2008

64飯認 F関蘇下野狩史料集』など。

98 村荷正行

野県立歴史館研究紀要j]11、2005

譲方氏の一族分業と諏訪｛言待j

部の中世j]（正弥井書店、 2015

後期京都ιおける諏訪氏と

41-2、2010年）など。

er長

、間「中世後期

『諏訪信

、石井裕一朗「中世

ぜ武議大学人文

F江戸時代人と動物j]（日本エディタ…スク

…ノレ出版部、 1995

10 O 前掲註29山名『戦国大名と麗狩の研究J。
101 III島智子「古今集時代の扉愚歌の詠法一鷹狩を中心

61-4、1992年〉、内藤愛子「堀

をめぐってJ（文教大学女子短期大学

39, 1995年）、山本－ r鷹百首類伝本

概観の拭みJ<W昌文学耕究資料館文献資料部調査研究

18、1997年λ

f西圏寺家鷹秘伝JについてJ（神戸学院大学人文

E人文学部紀要J]30、2010年〉など

102 山本－ r驚歎文献序説－肥前嶋涼松字文車競「罵和

歌集J「薦百雷jの検討を中心に－Jer研究と資料J]56、

2006年）、問 rrやまひめにj類鷹首首の伝本についてj

（『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀要j]2 ... 2010 

、i荷 f天王十九年写「やまひめにj類薦百首の解題

と鶴穿tlJ ff研究と資料J]70、2013年〉、関

（福井県立密書館部管）「鷹ノ書」の研究と鶴刻J（『金



沢大学人聞社会学域学校教育学類紀要』 6、2014年）、

同「国立公文書館内閣文庫蔵「宗養奥書本鷹書」（仮称）

をめぐって」（『金沢大学人間社会学域学校教育学類紀

要』 7、2015年）、同「鷹書と鷹歌」（『中世文学』 60、

2015年）、同「鷹書に現れる人々一「（徳丸）宗養奥書

本鷹書Jの固有名詞一」（『金沢大学人聞社会学域学校

教育学類紀要』 8、2016年）、同「京都府立総合資料館

蔵の信州須坂藩旧蔵鷹書」（『北陸古典研究』 31、2016

年）、同「鷹書文献序説－富山市立図書館山田孝雄文庫

蔵本の検討－J（『金沢大学人間社会研究域学校教育系

紀要』 9、2017年）など。

1 0 3 前掲註92二本松『中世鷹書の文化伝承』、同「韓国

国立中央図書館蔵『鷹鵠方全』（古古 7-30-44）全文翻

刻J（『日本語・日本文化』 39、2013年）、同「諏訪貞

通の鷹書－諏訪信仰の記述をめぐって－J（『園撃院雑

誌』 114-11、2013年）、同「宮内庁書陵部蔵『鷹聞書諏

訪家侍完』（函号一六三一一O六一）について」（長野

県国語国文学会『研究紀要』 10、2013年）、同「近世

における動物（鷹）飼育のマニュアル一新出資料の鷹書

紹介－」（『ピオストーリー』 22、2014年）、同「近世

期における小笠原流礼法の展開－水嶋派の鷹書を端緒

として一」（『信濃J]67-12、2015年）、同「続・宮内庁

書陵部蔵『鷹聞書諏訪家停完』（函号一六三一一O六

一）について」（長野県国語国文学会『研究紀要』 11、

2015年）、同「近世期における鷹匠の文化伝承－依田

氏の鷹書を端緒として一」（『長野県短期大学紀要』71、

2016年）、同「中近世における鷹術流派の展開と伝承

文化－加賀藩の鷹匠・依田氏の鷹書を事例として－J

（『間谷論集』 11、2017年）、同「近世期における武家

の放鷹文化の一斑－松本藩の鷹匠・外山氏を事例とし

て－J（『信濃』 69-9、2017年）など。

1 0 4 大坪舞「交野の御狩－御鷹飼・鳥柴を中心として

一」（『平安文学研究．衣笠編』 3、2011年）、同「鷹書

説話と和歌・講釈－近衛前久『龍山公鷹百首』を中心

として一」（『説話文学研究』 47、2012年）、同「近世

における持明院家関連鷹書群の形成と伝来－『持明院

家鷹十巻書』の考察を通じて－J（『古典遺産』 62、2013

年）、同「持明院基春による鷹書編纂－『責鷹似鳩拙抄』

と持明院家旧蔵書の比較を通して－J（『立命館文皐』

630、2013年）、同「戦国期における鷹の伝授一西園寺

家・持明院家の鷹書から－J（『芸能史研究』 201、2013

年）、同「室町後期における西園寺家の鷹書編纂－立命

館大学図書館西園寺文庫蔵「〔鷹調書〕」考－」（『日本

文学』 64-12、20日年）、同「近衛前久『鷹百首』「み

ゆきせし」類伝本考」（『古典遺産』 65、2016年）など。
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1 0 5 鷹書研究会（中部大学）『鷹の書－諏訪藩に残る『鷹

書（大）』の翻刻と注解一』（文化出版、 2008年）。

1 0 6 福井久蔵「鷹詞に就きて」（『言語研究』 1940-6、1940

年）、島田勇雄「放鷹諸流と鷹詞との関係についての試

論－武家礼式における小笠原流諸派の放鷹書の基礎的

研究一」（『神戸大学文学部紀要』 4、1974年）、樋口元

巳「鷹詞の基礎的研究－宗益の放鷹伝書の検討－」（『神

戸商船大学紀要．第一類，文科論集』 25、1976年）、

三津成博『鷹詞より見たる『和訓莱』の研究』（汲古書

院、 2001年）など。

1 0 7 三保忠夫『鷹書の研究一宮内庁書陵部蔵本を中心に

－』（和泉書院、 2016年）。

1 0 8 秋吉正博「『新修鷹経』の構成－「鷹賦」との関係

一」（『八洲学園大学紀要』 1、2005年）。なお、フリー

ドリッヒ二世（吉越英之訳）『鷹狩りの書』（文一総合

出版、 2016年）が刊行されたこともあり、ヨーロッパ

との比較研究も期待したい。

1 0 9 久保田和男「宋代の「欧猟j をめぐって一文治政治

確立のー側面一」（記念論集刊行会編『古代東アジアの

社会と文化』汲古書院、 2007年）。なお、ヨーロッパ

の狩猟法制と比較する、小柳泰治『わが国の狩猟法制

一殺生禁断と乱場一』（青林書院、 2015年）もある。

1 1 0 中津「鷹狩と鵜飼の比較史J岐阜市教育委員会社会

教育室編『長良川鵜飼習俗調査報告書W』（岐阜市教育

委員会、 2018年）。

〔説話宇〕 本研究は JSPS科研費 JP16H01964の

助成を受けたものですD



9世紀末～12世紀末王朝の狩猟とその禁断
！＠＝狩猟 O＝芯膿鍋漉×＝禁断

』天皇j詑i接関｜ 主な出来事

F類緊密史J
894違憲捜蕗11::

897 
901道真左遷

×i If古今和歌集』
907唐誠亡

2ヨ
？『伊勢物語J

「意見十二箆条J

916遼建国

918高蹴

1927 

。
。

31 12 2：策頼男元服。引市物iこ鰐・露。（吏部王記）
32 936 承平6 饗。師輔、鷹li議・牒1疋を送る。引出物に光るため。〈九饗〉 (935～941) 
33 937 天慶1 1 18: 弓の禄に鷹li議。（九暦） 朱雀
34 939！天農2 1 20：患平、天皇に麗2を献上。（貞｛言公記〉 将門←貞盛・経友

35 941天慶4 8 24：源為現元接。引出物に馬・鷹。（吏部主記〉 純友←源経基ら
畠』 ’a』 齢出

36 
37 943 により精進物を犠す。殺さ主を恐るため。（九騎） × 
38 944 により精進とす。（九勝） × 
39 945 パ文f中・守世〉謀。引出物、親王二人各麓ti襲。〈九暦） 。

ー ー ・ 4』畠 d』 畠.

40 
41 946 天慶S
42 。
43 947 天麿1 。
44 
45 948 天潜2 送る。（九暦）
46 （貞信公記）
47 。
48 949 

村上
49 953 f九条諦輔潰誠』
50 
51 
52 
53/ 960［天徳4 l 1 /11 × 

一一一 主j
960 $伝難問

×｜ ？『大和物語J

円融

× 今 f源氏物語』

白記）
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71 1008 寛弘5 1 25：左大臣道長、大饗。鷹飼〈公奉〉渡。（権記・御堂関白記） 。
72 1012 長和1 11 5：天皇、鷹を「f卸覧J。（御堂関白記） ニ条 道長
73 1017 寛仁1 12 4：太政大臣道長、大饗。引出物に馬・鷹。（小右記・左経記） ？『和漢朗詠集』
74 1020 寛仁4 12 19：仁王会に際し、諸国六斎日殺生禁断の官符。（左経記） × 1019刀伊の入定
75 1021 治安l 7 25：殺生禁断により、太政大臣饗は精進とする。（左経記） × 1020『本朝文粋』
76 1025 万寿2 1 20：関白頼通、大饗。鷹飼渡。（左経記） 。 1027道長没
77 1028 長元1 11 15：小一条院（敦明親王）のために鷹匠・犬飼等を用意。（小右記） 後一条 1028平忠常の乱
78 1029 長元2 7 11：前大宰大弐惟憲、頼通に白鹿献上。神泉苑へ。（小右記）
79 この頃 小一条院、源頼義らと狩猟か。（陸奥話記） 。
80 1033 長元6 1 21：関白頼通、大饗。鷹飼渡。（中外抄） 。 頼通 1032『小右記』終
81 1034 長元7 8 16：仁王会により殺生禁断、諸国官符。（左経記） × ？『栄花物語』
82 1036 長元9 11 信親・忠兼・公忠・助友・行武・重邦を禁野鷹飼に補任。（範国記） 後朱雀
83 1040 長久1 11 11 ・12：宇佐精進の間も禁野の御狩は停止せず。（春記） 1043『法華験記』
84 1048 永承3 1 ？大饗。鷹飼〈下毛野行武〉渡。（春記） 。 前九年の合戦
85 1062 康平5 1 20：太政大臣頼通、大饗。鷹飼〈下毛野公久〉渡。（康平記） 。後冷泉 (1051～1062) 
86 1066 治暦2 1 22：左大臣教通、大饗。鷹飼〈公久〉渡。（記録部類） 。

一
1068後三条即位

87 1070 延久2 8 14：石清水八幡宮放生会に勅使派遣。（百錬抄）
×後三条 教通

88 1072 延久4 11 9：御鷹飼の外、玉畿内諸国狩猟禁止。（朝野群載） ？『侍中群要』
89 1076 承保3 27：平扶範を近江雄所預職に補任。（朝野群載）

ト一一一一一一一一一一一

8 
90 10 24：大井J11 （嵯峨野）「御鷹遣準（野行幸）」。（扶桑略記・他） 。 1077法勝寺供養
91 1081 永保1 2 改元前毎月十斎目、殺生禁断か。（永昌記嘉承1・4・9) 白河
92 1083 永保3 10 12：天皇、師実の大井川「御遊」を停止。（後二条師通記） 師実 後三年の合戦
93 1084 永保4 1大饗。鷹飼〈下毛野武忠〉渡。（水左記補遺） 。 (1083～1087) 
94 1089 寛治3 8 23：中臣近時を禁野御鷹飼に補任。（朝野群載） ？『大鏡』
95 1093 寛治7 5 27：仁王会により殺生禁断。（後二条師通記） × 

1094 嘉保1 27：仁王会のため殺生禁断。（中右記）
ト一一一一一一

『扶桑略記』96 11 × 
師通

97 1095 嘉保2 冬、白河院、石見守宗季の鷹を所望か。（古今著聞集） ？『今昔物語集』
98 1102 康和4 1 20：内大臣師通、大饗。鷹飼〈下毛野行両〉渡。（中右記・台記） 。堀河 1098源義家院昇殿
99 6 13：尊勝寺供養日に諸国殺生禁断の官符請印。（中右記） × 『続本朝往生伝』
100 1103 康和5 7 24：興福寺供養のため殺生禁断。（中右記） × 
101 1106 嘉承1 4 9：改元以前毎月十斎目、殺生禁断。永保の例による。（永昌記） × 
102 1107 嘉承2 1 19：関白忠実、大饗。鷹飼〈下毛野行局〉渡。（中右記） 。 一 1108義親←正盛
103 1113 永久1 1 16：太政大臣忠実、大饗。鷹飼〈下毛野敦利〉渡。（長秋記・殿暦） 。 1111『江談抄』
104 1114 永久2 9 院、尽中で小鳥小鷹飼養を禁じ、飼う者を捕え、小鳥を放つ。（中右記） × 

忠実
『江家次第』

105 9 院、田上・宇治の網代幸を破。武却者。但所、南賀庭茂に社鷹供を御据をえ除るく。。（中右記） ×鳥羽 白
106 1115 永久3 9 21：院、富家別業に御 。 。鵜船御覧。（殿暦） ；可
107 1116 永久4 1 23：内大臣忠通大饗。鷹飼〈下毛野敦利〉渡。（殿暦・類褒雑要抄） 。

トーーーーーーーーーーー
『朝野群載』

108 1123 保安4 7 白河法皇、石清水八幡宮に告文。（石清水田中家文書）
109 1125 天治2 「この年以後、殺生禁制殊に甚しJ（百錬抄） × 
110 1126 大治1 6 21：網を焼き、鵜・鷹・犬を放棄。「この両三年殊に殺生を禁ず」。（百錬抄） × 
111 10 21：洛中の寵の烏を放棄。（百錬抄） × 
112 12 8：伊勢祭主、神戸庄園の鷹・犬回収。院「叡覧」後、放つ。（百錬抄） × 
113 1127 大治2 8 10：殺生禁断により、釈箕に生臭の類を供えず。（百錬抄） × 1127南宋成立

114 1128 大治3 10 22：白河法皇八幡一切経供養。（本朝続文粋）
115 1129 大治4 3 15：近江国で、魚をとる者が捕えられ、院「御前」へ。（長秋記） ×崇徳
116 6 26：院、角殿の西門外にて魚網を積み、焼く。（長秋記） × 
117 ⑦ 殺生禁断解除。（知信記） 白河法皇没

一118 1130 大治5 10 7：私に鷹・鶴を飼うことと狩猟を禁ず。（朝野群載） × 
119 12 22：中宮仏名会。宗章・実衡・公隆・顕保、鷹狩により勘事。（長秋記） 忠通
120 1131 大治6 1 19：関白忠通、大饗。鷹飼〈下毛野敦方〉渡。（長秋記） 。
121 （天承1) 1 25：再び、私に鷹・鶴を飼うことと狩猟を禁ず。（朝野群載） × 1132平忠盛昇殿
122 1137 保延3 1 21：内大臣頼長、大饗。鷹飼（武正〉渡。（中右記） 。
123 1146 久安2 4 1・2：頼長、肉食の禁忌について記す。（台記） ，鳥 『類来雑要抄』
124 1150 久安6 8 忠実、少年の頃の小鷹狩の思い出を語る。（中外抄） ヨ司
125 1151 久安7 1 26：内大臣実能、大饗。鷹飼〈下毛野厚方〉渡。（台記・古事談） 。

近衛
？『中外抄』

126 1152 仁平2 1 26：左大臣頼長、大饗。鷹飼〈下毛野敦方〉渡。（兵範記・台記） 。
127 1153 仁平3 4 24：宇治小松殿に鹿。「これ狩り追うに非ず」。（兵範記）
128 1155 久寿2 1 21：左大臣頼長、大饗。鷹飼〈下毛野敦方〉渡。（兵範記） 。 ？『本朝世紀』
129 3 4：下毛野武成を口野の御鷹飼に。（山塊記）

後白河一
1156保元の乱

130 1157 保元2 9 8：九条殿東南菅屋西妻立庇鷹梓に鷹二翼、犬一牙。（兵範記）
131 1159 平治1 1 23：関白基実、大饗。鷹飼〈下毛野武成〉渡。（山塊記） 。 1159平治の乱
132 1160 永暦1 12 15•18 ：下毛野敦方、鷹飼職を二男友武に譲与するを許さる。（山椀記） 二条

基実
133 1161 応保1 12 23：交野御鷹飼の免田をめぐる訴訟。（山椀記） 1162『富家語』
134 1165 永万1 6 28：新院（二条）、病により鹿食。（山棟記） 六条

後
1167清盛太政大臣

135 1171 嘉応3 1 19：太政大臣基房、大饗。鷹飼〈下毛野諸武〉渡。（玉葉） 。 白
1169『梁塵秘抄』

136 （承安1) 9 兼実「大内記、近日鹿食に依て出仕せず」と記す。（玉葉）
河

137 1178 治承2 1 23：平維盛、機原野に狩猟。鹿・猪・鶏等をとる。（山棟記） 。高倉 基房

138 7 18：山陰諸国新制。六斎日殺生禁断も。（壬生新写古文書・続左丞抄） × 
139 1180 治承4 10 23：左中将清通、鹿食により不参。これ以前、新院服薬鹿。（山椀記） 安徳 基通 治承寿永の内乱
140 1182『宝物集』

63 


